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経済企業委員会会議録 

 

平成２４年１２月１１日 火曜日 

  午前１０時１３分開議 

  午後 ３時３４分閉議（実時間２４７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１５号・平成２４年度八代市一般

会計補正予算・第８号（関係分） 

１．議案第１１９号・平成２４年度八代市水道

事業会計補正予算・第１号 

１．議案第１２３号・指定管理者の指定につい

て（八代市勤労福祉会館） 

１．議案第１２４号・指定管理者の指定につい

て（八代市がらっぱ広場） 

１．議案第１２５号・指定管理者の指定につい

て（八代市松中信彦スポーツミュージア

ム） 

１．議案第１３１号・国民健康保険八代市立病

院条例の一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

  （九州国際スリーデーマーチについて） 

  （日奈久温泉施設（西湯）について） 

  （客船「コスタ・ビクトリア」寄港に伴う

経済効果について） 

  （アンテナショップについて） 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  百 田   隆 君 

副委員長  前 川 祥 子 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  田 中   茂 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     橋 口 尚 登 君 

  農林水産部次長   垣 下 昭 博 君 

  農地整備課長    潮 崎   勝 君 
 
  農業政策課長兼 
            黒 木 信 夫 君 
  農業委員会事務局長 
 

  水産林務課長    濱 本   親 君 
 
  水産林務課長補佐兼 
            尾 﨑 行 雄 君 
  水産係長 
 

  農業生産流通課長  橋 永 高 徳 君 
 
  農業生産流通課長 
            豊 田 浩 史 君 
  補佐兼園芸畜産係長 
 

 商工観光部長     山 本 道 弘 君 

  商工観光部次長   宮 村 明 彦 君 

  商工振興課長    宮 田   径 君 
 
  重点港湾八代港 
            髙 﨑   正 君 
  営業隊長 
 

  観光振興課長    稲 本 俊 一 君 

  観光振興課長補佐  松 岡   猛 君 

  八代ブランド営業総室長 久木田 昌 一 君 

 市民協働部 

  泉支所総務振興課長 橋 本 和 郎 君 

 部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 
 
  市立病院事務局次長 
            田 中 智 樹 君 
  兼業務係長 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時１３分 開会） 

○委員長（百田 隆君） それでは、定刻とな

り定足数に達しておりますので、ただいまから

経済企業委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 
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◎議案第１１５号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第８号（関係分） 

○委員長（百田 隆君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 それでは、まず、議案第１１５号・平成２４

年度八代市一般会計補正予算・第８号中、当委

員会関係分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、農林水産部から、歳出の第５款・農林

水産業費についての説明を願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。それで

は、議案第１１５号・平成２４年度八代市一般

会計補正予算・第８号に係る農林水産部関係

で、農林水産業費の当委員会付託分について垣

下次長より説明いたしますので、よろしく御審

議方お願いいたします。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、垣下農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）農林水産部の垣下でございます。

よろしくお願いします。座って説明させていた

だきます。 

 議案第１１５号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第８号中、本委員会に付託されま

した農林水産部関係分につきまして御説明いた

します。 

 予算書の説明に入ります前に、まず、今回の

１２月補正予算における人件費の補正につきま

して御説明いたします。 

 本年度は、月例給、期末勤勉手当等の給与改

定がございませんでしたので、補正の主な要因

といたしましては、人事異動、退職者及び休職

者等の影響によるものでございます。 

 それでは、予算書の１５ページをお願いいた

します。 

 まず初めに、人件費の補正につきまして御説

明いたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目１・

農業委員会費では、減額補正といたしまして、

９４７万６０００円でございます。理由といた

しましては、人事異動等の影響及び職員数が５

名から４名へ１名減となったことと、退職者１

名、育児休業者１名によるものでございます。 

 目２・農業総務費では、増額補正としまし

て、７８９万４０００円でございます。職員数

が４０名から３９名へ１名減及び退職者１名、

休職者１名となりましたが、人事異動等の影響

及び時間外の増によるものでございます。ま

た、節２８・繰出金で、農業集落排水処理施設

事業特別会計への繰出金を人事異動等の影響に

より６７万１０００円の増額をお願いするもの

でございます。 

 目６・農事研修センター費では、減額補正と

しまして、２３７万２０００円でございます。

人事異動等の影響及び職員数が４名から３名へ

１名減となったことと、退職者１名によるもの

でございます。 

 目８・農地費では、減額補正としまして、４

４１万１０００円でございます。人事異動等の

影響及び職員数が１２名から１１名へ１名減と

なったことと、退職者１名によるものでござい

ます。 

 目１２・地籍調査費では、増額補正としまし

て、１６７万９０００円でございます。人事異

動等の影響によるものでございます。 

 １６ページをお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項２・林業費、目１・

林業総務費では、減額補正としまして、９１万

７０００円でございます。人事異動等の影響及

び退職者１名によるものでございます。 
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 款５・農林水産業費、項３・水産業費、目１

・水産業総務費では、減額補正としまして、２

３８万５０００円でございます。人事異動等の

影響及び育児休業者１名によるものでございま

す。 

 以上で、人件費に関する補正予算の説明を終

わります。 

 次に、工事請負費負担金補助及び交付金の補

正につきまして御説明いたします。１５ページ

をお願いいたします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費、節１９・負担金補助及び交付金

で、補正額３５２３万円を計上いたしておりま

す。補正をお願いする事業としましては、農地

利用集積促進事業、青年就農給付金事業、強い

農業づくり交付金事業でございます。 

 農地利用集積促進事業では、補正額８００万

円を計上いたしております。 

 当事業は、利用されていない農地や今後遊休

化が懸念される農地を担い手農家へ集積し、農

地の有効活用及び保全を目的に実施している事

業でございます。 

 事業内容としましては、新たに５年以上の農

地の利用権設定を行うことにより、５割以上ま

たは１ヘクタール以上の規模拡大を行った農家

へ機械導入に対し補助を行うものでございま

す。 

 補助率は２分の１以内、上限１００万円で、

財源としましては全額一般財源でございます。 

 補正の理由としましては、当初予算におきま

して、２０件２０００万円を見込んで予算化し

ておりましたが、１１月時点で既に当初予算額

に到達する見込みとなっている状況にあり、今

後一層の農地利用集積を図る観点から、昨年度

の実績を踏まえ、８件分をお願いするものでご

ざいます。 

 次に、青年就農給付金事業では、補正額１５

７５万円を計上いたしております。 

 当事業は、青年就農者の就農意欲の喚起と就

農後の定着を図ることを目的に、経営開始直後

の新規就農者に対して、経営が軌道に乗るまで

の間、給付金を給付する事業でございます。 

 事業内容としましては、４５歳未満の者で、

独立・自立就農を行うなどの諸条件を満たした

者に対し、１人当たり年間１５０万円を最長５

年間給付するものでございます。今年度につき

ましては、年度の途中であることから、半年分

の７５万円を２１名に給付する見込みでありま

す。財源としましては、全額県支出金でござい

ます。 

 補正の理由でございますが、９月２８日付で

熊本県から給付計画の承認があったためでござ

います。 

 次に、強い農業づくり交付金事業では、補正

額１１４８万円を計上いたしております。 

 当事業は、農業生産性の向上及び生産出荷環

境の整備を目的に実施する事業でございます。 

 取り組みとしましては、八代地域農業協同組

合が、鏡野菜集荷所に平成２１年度に当事業を

活用し、ブロッコリー予冷施設を導入しました

が、当時予定していた出荷量４９４.５トンか

ら、平成２４年産計画では６３８.８トンと計

画を上回る取り扱いとなり、製氷や保冷庫が能

力不足に陥り、既存の施設では対応不可能とな

っていることから、製氷機１台、保冷庫１１.

８坪を追加導入するものでございます。 

 補助率２分の１で、財源としましては、全額

県支出金でございます。 

 補正の理由としましては、県より９月に追加

要望調査があり、関係団体等に調査しましたと

ころ、八代地域農業協同組合において平成２５

年度に導入を計画しておりましたが、生産者か

らの強い要望もあり、本年度に前倒しして取り

組みたいと計画が出され、１１月２６日に県か

らの内示を受けて、補正を計上したところでご

ざいます。 
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 次に、目８・農地費では、節１５・工事請負

費及び節１９・負担金補助及び交付金で、農業

体質強化基盤整備促進事業に補正額３億３０５

３万円を計上いたしております。 

 本事業は、農業用用排水の施設等の整備を行

い、基盤整備による農業の体質強化を図るとと

もに、農業者が実施する畦畔除去などの農地区

画の拡大や暗渠排水管等の簡易な農地整備に対

し補助を行うことにより、経営規模の拡大や農

作物の高付加価値化、品質向上などに取り組む

事業でございます。 

 取り組む事業としましては、貝洲地区排水路

改修２３０メーター、工事請負費３２３万円、

畦畔除去による農地区画の拡大で、北部土地改

良区内２６.９ヘクタール、南部土地改良区内

４.９ヘクタール、３１８０万円でございま

す。暗渠排水で北部土地改良区内１８９.６ヘ

クタール、南部土地改良区内４.１ヘクター

ル、八の字土地改良区内１.５ヘクタール、水

島土地改良区内１.８ヘクタール、２億９５５

０万円でございます。 

 なお、畦畔除去では１０アール当たり１０万

円、暗渠排水では１０アール当たり１５万円の

定額補助となっております。 

 財源としましては、国庫支出金３億２８９１

万５０００円と市債１６０万円を予定いたして

おります。 

 事業の実施につきましては、水稲、イグサな

どの栽培期間の都合により、畦畔除去、暗渠排

水につきましては、翌年度へ繰り越しを行い、

実施したいと考えております。 

 補正の理由でございますが、本事業は、本年

２月１４日に排水路改修と客土及び区画の拡

大、暗渠排水を県に申請いたしておりました

が、区画の拡大、暗渠排水は予算の確保の問題

で保留の状態となっておりました。その後、１

０月２６日に政府が、平成２４年度経済危機対

応・地域活性化予備費の使用を閣議決定したこ

とに伴い、緊急経済対策として財政措置された

ことにより、県から１０月２９日に補助内示を

受けましたので、今回補正予算を計上したとこ

ろでございます。 

 １６ページをお願いします。 

 款５・農林水産業費、項３・水産業費、目２

・水産業振興費、節１９・負担金補助及び交付

金で、環境生態系保全事業に補正額１００万円

を計上いたしております。 

 本事業は、水産物の安定供給と藻場、干潟な

どの有する公益的機能の維持を図るため、漁業

者や地域の住民などが行う藻場、干潟等の保全

活動に対し支援をする事業でございます。 

 事業としましては、鏡町漁業協同組合が、ア

サリ漁場のモニタリング調査、漁場の機能低下

を招くツメタガイ、アカニシなどの生物の除

去、漁場の保護区の設定、アサリ放流などを行

うものでございます。 

 事業費は４００万円で、うち国が２分の１、

県が４分の１、市が４分の１の負担割合に応

じ、４分の１に当たる１００万円を負担するも

のでございます。 

 補正の理由としましては、１０月に県より希

望調査があり、関係漁協へ調査を行いましたと

ころ、鏡町漁業協同組合より取り組みたいとの

希望があり、計画を県へ申請し、内示の確約が

ありましたので、今回補正を計上したところで

ございます。 

 以上で、農林水産部関係補正予算の説明を終

わります。御審議よろしくお願いします。 

○委員長（百田 隆君） ただいま説明を終わ

りましたですけど、以上の分について質疑を行

います。何かありましたら。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。１５ページので

すね、農地費の農業体質強化基盤整備促進事業

ですね、今回、工事でさらに暗渠工事等をやら
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れるということですが、前段説明がございまし

たように、不祥事があって非常に残念なことで

すが、それは土地改良のほうでも役員会をされ

て対策をされるということだと思いますので、

しっかりして対策をとっていただいてですね、

市のほうのチェック体制といいますか、それに

ついてもなかなか件数が多くて大変だとは思い

ますけれども、やっぱり何といいますか、国、

県といっても、私たち市民の税金も含まれてい

るということでもございますので、誤解がない

ようにですね、ちゃんとチェックをしながらで

すね、そして、有益な工事ができるようにです

ね、お願いしたいものだと思っております。 

 そういうことで、大体農業体質強化というこ

とで、特に暗渠工事ですね、これどういうもの

かというのは大体はわかっておりますけれど

も、暗渠工事によってですね、今回はどういう

作物に対する工事なのか。あるいは、それと、

どういう効果が見込めるのかですね。もちろん

私たちも農業の体質強化といいますか、あるい

は、特に収入増といいますか、非常に収益増も

含めてですね、農業が元気になってもらわなく

ちゃいかぬということはわかるんですが、今回

の工事に対してどういう期待が持てるのかです

ね、そこいらをちょっと教えてもらいたいと思

います。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。農地整

備課の潮崎です。 

 暗渠排水工事はですね、地下５０センチから

６０センチ程度に管の大きさが約７０センチ程

度の管を入れまして、穴がずっとあいてござい

ます。で、排水口にはですね、キャップで埋め

ておりまして、田とかそういうときには、水を

張る必要があるときには、そのキャップを閉め

ておけば水がずっと湛水してくる。水を流すと

きには、そのキャップをあければ水が流れると

いうことで、田面の排水の汎用化を図る。それ

をつけますと、露地野菜とか施設園芸、そうい

う水を嫌うような作物には、田んぼの排水状況

がよくなりますので、まさに多様化が図られる

というのが一番の利点かと思います。 

 以上でよろしいでしょうか。（｢管は７０ミ

リ」と呼ぶ者あり）済みません、管は７０ミリ

だそうです。 

○委員長（百田 隆君） ようございますか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） それとですね、確かに

ずっと暗渠排水工事はですね、やられたほうが

いいということはわかるわけですが、非常に自

然化してるとかですね、そういうことから、暗

渠排水によって何とか排水をよくしながら、作

物の収益向上といいますか、取り入れの向上と

か、そこいらをやられようとするのはよくわか

るわけですが、そういうことでどういうのが期

待できるのかですね。やらない場合とですね、

やった場合のそこいらについては、実績等を聞

いておられるかどうかですね。（農地整備課長

潮崎勝君「あ、実績。ああ」と呼ぶ） 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。実は、

まだこの工事は今年度、２３年度が最初のスタ

ートでございますので、各農家は今この事業で

一斉に取り組まれておりますので、その効果と

いうのがですね、まだちょっと数字的にも話を

聞ける機会等ございませんけども、先ほど申し

ましたように、水田の排水処理というのは格段

に向上できますので、それに応じた作物の多様

化、それと、同じ作物をつくるにしろ、収益の

向上がかなり見込めるんじゃなかろうかとは期

待しております。その数字的な効果というのは

今後調査しながらですね、皆さんに御報告をで
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きればと考えております。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

 じゃあ、ほかにございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。１５ページの

ですね、青年就農給付金事業補助金というのに

ついてお尋ねをしたいんですが、対象者２１人

ということでしたが、その２１人という数字の

根拠を御説明いただけますか。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。青年就農給付金の２１名の対象

者の根拠ということなんですが、この青年就農

給付金事業に関しては、先ほど次長のほうから

も話がありましたように、就農後５年間を、自

立するまでということで最長５年間を補助対象

としております。 

 それで、現時点で平成２０年度就農の方から

対象になるわけですが、私どもが把握しており

ます平成２０年度以降、１２６名ですか、の新

規就農された方がいらっしゃいますが、それら

の方を、まずその中でこの条件に合う方をです

ね、事務局のほうでピックアップをしたとこ

ろ、対象となる方が２１名いらっしゃったとい

うことで、まずはその方を予定をさせていただ

いております。 

○委員（幸村香代子君） その１２６名の中か

ら２１名をピックアップする条件は何だったん

ですか。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） 年齢的には４５歳未満とか、所得制限

が２５０万とかありますので、そういう条件を

クリアされた方ということでしております。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（幸村香代子君） ということは、年齢

が４５歳未満で所得が２５０万未満ということ

ですよね。（農業政策課長兼農業委員会事務局

長黒木信夫君「はい」と呼ぶ） 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（幸村香代子君） 最長５年間というこ

とだったんですが、５年ということは、何かを

クリアすれば、これはもらえなくなるというこ

とですよね。（農業政策課長黒木信夫君「それ

は言いましたように」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） 手を挙げて。はい、

黒木農業政策課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） 年齢が４５歳を超えた場合とか、年収

が２５０万を超えたと、その都度把握しながら

やっていくということになります。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 幸村委員、はい。 

○委員（幸村香代子君） はい。ということ

は、この１５０万というのは、所得に換算され

るんですか、されないんですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） 所得には換算されません。 

○委員（幸村香代子君） されないですね。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、ほかに。は

い、古嶋委員。 

○委員（幸村香代子君） あ、いいです。 

○委員（古嶋津義君） よかですか。 

○委員（幸村香代子君） いいですか。済みま

せん。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○委員（幸村香代子君） 関連してなんです

が、今回青年就農ということで、農業のです
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ね、後継者育成みたいな形だと思うんですが、

そのほか第１次産業という意味では、林業、水

産業あたりありますけど、そういったところの

後継者育成、こんなふうに現金給付というもの

ですが、こういったものがありますか、メニュ

ーが。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） 林業のほうで

いいますと緑の雇用という事業がございまし

て、現在八代森林組合等が取り組んで雇用を、

あと従業員として作業に携わってるちゅう状況

であります。 

 ちょっと水産業のほうはちょっと確認してお

りません。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（幸村香代子君） いいです、はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、ほかに。は

い、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 幸村さんの関連です

が、４５歳未満、それと所得の２５０万はわか

るんですが、人・農地プランに位置づけられ

る、その辺のところがちょっとあやふやだもん

だいけん、その辺の説明を１回お願いをしたい

と思います。 

 それと、たしか国の、これは予算が足らなか

ったからおくれたのかなと思っておりますが、

ことしから稼働された方は半額ということで、

来年からされる人は満額来るわけですかね。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。ただいまの御質問ですが、まず

第１点目、人・農地プランに位置づけられると

いう、これにも条件があるんですが、人・農地

プランは、ことし２回ほど説明会を実施しまし

たが、各集落、各校区、各地区というか、そう

いう単位でそれぞれ今後の農地のあり方につい

て住民の方で話し合っていただくということ

が、まず人・農地プランになります。その中

で、青年就農給付金対象者の方が、今後地区に

おける集積されるというか、今後担い手になり

得る方ということで位置づければ、この対象に

なるということになります。 

 給付金の、ことしは半額ということなんです

が、この給付金事業に関しては、年間１５０万

円ですけれども、半年ごとに７５万を支給する

ことになってます。支給に関しても、基本的に

は前払い金という形になりますので、ことし仮

に１２月に支給になった方は、次は、６カ月単

位ですので、６月に７５万支給と、次は１２月

支給と、そんな感じでなっていきますので、こ

としは基本的に半年分の７５万が予算化される

ということになります。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。古嶋委員、い

いですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、ほかにあり

ますか。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今回の補正予算につい

ては賛成であります。その中でですね、私から

のこれは要望ということで聞いとってくださ

い。 

 今いろんな委員の方々からの意見が出ており

ますが、農業の体質強化の基盤整備のこの県の

内示の中での３億３０００万ぐらいのこの予算

でありますけども、要は、まさに私たちが理解

をせないかぬのは、なぜこの補正を組んでとい
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うことで説明があった中でありますけども、今

本当に八代は食料基地であるし、農業県で農業

の市でもあります。そやん中で、基盤整備とい

うのがですね、でけたようでなかなかでけてな

いんですね。これから高所得を目指していけ

ば、やはりこのような基盤整備とですね、さら

には農業の体質の強化をせないかぬ。こういう

とこで県がですね、やはり農業関係と一緒にな

ってですね、こういう事業をやってほしいとい

うことで、国にこういう一つの補助事業の事業

申請をしながら農林水産省とやっぱしいろんな

議論をしながら、その中で、結果的には、こう

いう一つの事業を進めようということで国の方

針を出したわけですね。 

 ですから、私たちのこの予算書を見る中では

ですね、やはり担当部の方々については、土地

改良事業の組合の方々、事業とですね、常に事

業の内容と施工管理の中でもですね、一所懸

命、ある程度もうかかわりがないんだと、市の

負担がないからかかわりがないんだということ

じゃなくしてから、やはり今土地改良事業組合

というのはほとんど、人件費等々を見ておられ

ればわかりますように、技術者がなかなかおり

ません。そういうふうな運営ができない状況

で、こういう大きな事業が来たときにですね、

どう対応するかということにはですね、皆さん

方のですね、担当部がある程度支援をしていた

だく。そしてまた、いろんな援助をしていただ

く。技術的にもですよ。そういう中で、一緒に

なってこの事業を進めた中で、やはり生産の向

上を上げていくという。それは基盤整備の中の

もう基本でありますね。土づくりからもうずっ

とですけども。 

 そういう中で、私は北部も、我々土地改良区

の南部も一緒なんでありますけども、こういう

事業はですね、どんどんどんどん進めてやる。

八代市は本当の農業の町であるし、農業所得を

これだけ上げてるんだと、日本一になってるん

だというようなですね、旗印に目がけてです

ね、私は頑張ってほしいと。こういう事業をど

んどんどんどんですね、活用してください。そ

してですね、やはりきちっとしたその管理をせ

ないかぬ。そしてまた、そういう事業を完璧に

やったときには、やはり効果を求めていかない

かぬ。効果の中に、さらにまた効果を求めてい

く、これからですね、やっぱ農業政策の中には

求められていると私は思います。 

 そういうことで、この事業についてもです

ね、土地改良の事業組合と一緒になってです

ね、さらにまたこういう事業をどんどんどんど

ん進めて、完璧にこの基盤の整備が終わった時

点でですね、ほんとにやってよかったというふ

うに、県や国にですね、お礼が言えるような、

そういう自治体の担当部は頑張っていただきた

いという要望をしときます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。

はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。関連ですが、民

主党政権時代に基盤整備が６割カットというこ

とでありましたが、今後、今事業が大分つかえ

ているわけでありますけれども、今後の展望と

してはどやんですか、将来的には。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。今回の

補正につきましては、次長のほうが申しました

とおり、緊急の予備費からの配分ということ

で、たまたま県とか国の人とお話しする機会が

ございますが、そういうタイミング的に農業関

係で出すというような考え方が、民主党の末期

ではござい――末期というと失礼でございます

けども、こういう時期に農業のほうに目を向け

られたんだなということは、新しい視点が設け

られているというふうなお話を聞いたことがご

ざいます。 

 あとは、政権がかわることでしょうと、かわ
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った場合にも、農業担当部のほうは一所懸命、

県、国の部局としては要求を拡大のほうで続け

ていきたいというお話は承っております。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。私もですね、今

までの、例えば、暗渠排水についての効果はど

うですかとお聞きしたのはですね、確かに大が

かりなといいますか、２３年度からですね、こ

のような大がかりな国のあれが出たということ

ですが、実績としてはですね、暗渠排水ちゅう

のはもうかなり前からですね、続いていること

であって、今さら始まったことでもないという

ふうに思ってるわけです。 

 そういうことで、今までがある程度工事とし

てはですね、大がかりでなかったと。ある程度

小規模といいますか、限られた中でやられてき

たんじゃないかと思っているわけで、そういう

ことからするとですね、確かに地域的に暗渠排

水をしなくちゃいけない、今後も続けなくちゃ

いけないところはたくさんあると思います。 

 そういうことからしてですね、ぜひ八代の農

業を元気づけるといいますか、元気だけじゃな

くて、農業所得の向上から、ひいては農業が元

気になってもらって、八代全体が元気になると

いうことで、言うなれば、多分農家の皆さんも

頑張って、今後、所得向上から税金をより納め

てもらうといいますか、そういうので頑張って

いただくと思いますので、私も賛成の立場でで

すね、申し述べたいと思います。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。先ほど来から農

業に対しての各委員さんの思いも伝わるような

中で、もう１回、１５ページの青年就農給付金

事業補助金について、ちょっと対象者の部分が

年収２５０万円ということで非常にちょっと気

になるんで、ちょっと質問させていただきたい

んですが、平成２０年度で１２６名ですよね。

それで、今回２５０万以下の人を２１人にした

ということで、残りの１０５名は、例えば、初

期段階だったんでしょうが、もう安定な就農に

行っているのかというところ。それから、も

し、例えば、２５０万ですよ、２５０万から３

００万の間の人がいたとしたら、非常にこの人

たちは、例えばですね、いたら、大変な、まだ

就農についたばっかりで不安定な就農をやられ

てるんじゃないかなという気がしてならないん

ですね。ですから、この１０５人が安定就農に

なってるのかどうかというのが１点。 

 それから、４５歳というと、非常に青年とい

うことなんでしょうが、今ですね、私の世代

が、実は早く早期退職して、大企業に勤めて

て、もしくは自衛隊に勤めてて、もう５０代か

らですね、退職して、しかも、都会で退職し

て、こっちに帰ってきて農業をやりたいとい

う、私、声をたくさん聞くんですけども、これ

は国の政策だろうと思うんですが、例えば、４

５歳以上のね、新しく就農したいと言ったとき

に、国・県、もしくは何かそういう補助金があ

るのかどうか、この２点についてちょっと教え

てください。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。黒木ですが、ただいまの御質問

についてお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目、１０５名の方が安定就農になっ

ているかというようなお話ですけれども、条
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件、先ほども申し上げましたように、年間収入

２５０万以上というのがあります。これに関し

て、所得、確定申告等を確認させていただくよ

うなことになりますので、そちらのほうで一応

確認した上で、安定、この方々は、１０５名の

うち、先ほどお話のように、４５歳超えておら

れる方もおりますが、基本的には安定就農にな

っているものと思っております。 

 それから、４５歳以上の補助がこのほかにな

いかというようなお話ですが、今回の事業に関

しては国が実施してます、この青年就農給付金

事業は国が実施しておりますが、４５歳以上の

方、就農された方に関して、そのほかにです

ね、国・県あわせて、こういう給付金補助事業

というのは現時点ではないというふうに思って

おります。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員、ど

うぞ。 

○委員（太田広則君） はい。１０５名の方の

安定就農になっていないと思ってるっていうん

じゃなくて、確定申告ですから、思ってるんじ

ゃなくて、わかるはずなんですね。 

 それから、さっき僕が聞きたかったのは、例

えば、４８０万ですね、年収４８０万として月

２０万でしょう。違うかな。２４０万ですよ

ね。４８０万ですよね。だから、僕が心配して

るのは、２５０万っていう年収で区切ったもん

ですから、３００万の人たちがいるんじゃない

かっていうところを聞いてるんです。そういう

人たちはまだ安定就農じゃないんじゃないのか

っていうことを言ってて、そこにいないんです

かっていうことを言ってるんです。意味わかり

ますかね。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。ただいまの御質問ですが、２５

０万から３００万、仮にそういう方もこの中に

はいらっしゃると思います。ただ、いらっしゃ

ると思いますというか、おられるかと思うんで

すが、基本的に条件として２５０万という制限

がありますので、今回は２１名ということにさ

せていただいております。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。個人情報から入

っていく話なんで、もうここでこの話はやめま

すけど、それじゃあですね、逆に、例えば、市

とすれば、そういった確定申告だけでね、基準

を設けてるみたいなんですが、この５年間につ

いて、例えば、生産アドバイスというんですか

ね、そういう安定するための何かアドバイスみ

たいなことは、市とすれば何かあるんでしょう

か。この５年間せっかくつぎ込んでいくわけで

すから、安定就農していただく、いい物をしっ

かりつくっていただくっていうためには、何ら

かの、ただただ補助金を出す、助成するんだけ

じゃなくて、そういった実務的なアドバイスみ

たいなことは、市とすればどのように考えてら

っしゃるのか。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい、お答えします。この事業として

はアドバイスっていうのはないんですが、これ

は市全体の今後の農業政策にもかかわると思い

ますけれども、新たに就農された方に関して、

大事な方々ですので、この方々を含めて、アド

バイス何なりは、市として当然やっていくべき

ものだと思っております。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。積極的にです

ね、皆さんがほんとは助成せずに２５０万以上

のですね、安定就農に入れば一番いいわけであ
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りまして、５年間もこうやって助成されていく

わけですから、しっかりとした就農、安定就農

できるようなですね。困ってらっしゃると思う

んですね、技術的にも。おそらくこの２５０万

以下の人たちはですね。そういったところで、

土壌検査のアドバイス何なりですね、いろんな

アドバイスができると思いますんで、ただただ

助成するだけではなくて、そういった方々にも

技術的なアドバイスをお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） １点だけ。それぞれ農

業委員会、それから農業総務費の中、職員が１

名ずつずっと減っておりますですたいね。そう

いう中で、執行部としてはどういう考えなの

か。職員が減っていくと農業切り捨てにつなが

るのではないかと危惧しますが、その辺のとこ

ろをお聞かせいただきたいと思います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） ただいま委員

さんの意見がありましたように、今年度につい

ては、普通退職と、それと病気等による職員が

実際退職というようなことになっております。

あとについては、どしても職員の補充というの

は年度途中では難しいということもありまし

て、臨時職員等々で対応しながら、市民サービ

スを落とさないようにしてるんですが、来年度

以降につきましては、当然減った職員について

はですね、補充をしていただくということで、

できるだけ今後の農林水産行政が滞らない、進

むように取り組みは進めていきたいというふう

に考えております。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） トマトにしても日本一

の生産量を誇っておりますのでですね、そうい

うことにつながらないように、ひとつ来年度は

人事のほうにですね、強く部長のほうから申し

入れとってください。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。同じく１５ペー

ジの強い農業づくり交付金事業のブロッコリー

の当初予定していた出荷量を上回る取り扱いに

なったということで、どのぐらい生産量がふえ

ていってるんでしょうか。出荷量ですかね。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 橋永農業生産流通課

長、お願いします。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。農

業生産流通課、橋永です。 

 ２１年度に同じ生産総合事業でブロッコリー

の施設をつくりました。そのときの目標予定が

４１ヘクタールでした。実際保冷庫をつくって

安定供給が始まって、５４ヘクタールぐらいの

上回る面積になりまして、生産数量が４９４ト

ンになりました。当初の目標からかなり安定供

給が行われているということで、販売の市場評

価が高まりまして、安定経営が可能になりまし

た。そういうことで、今回目標とする面積は７

０.８ヘクタールを目標にして、それを見込ん

で今回の追加の予冷庫と施設を計画しておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員、ど

うぞ。 

○委員（太田広則君） はい。わかりました。

これは生産農家数か何かあるんですか。わかる

んですかね。生産農家数もふえてるというふう

に判断していいということですか。 
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○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい、橋

永です。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。生

産農家及び面積も増加しております。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。じゃあ、具体的

に何件が何件に。生産農家数が大体どのぐらい

あるのかがわかってないんで教えてください。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。

（｢橋永、挙手は委員長に向かって、委員長っ

て挙手せないかぬたい」と呼ぶ者あり）はい。 

 計画当時が４８件、現在が５９件です。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。

ありがとうございました。 

○委員（幸村香代子君） 関連で。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 済みません。これブ

ロッコリーの保冷施設ということなんですが、

そのほかの物に使えるんですかね。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 豊田農業生産流通課

長補佐。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） はい。この施設はブロッコリー専用

の製氷機を備えるものでございます。ですか

ら、他の物に流用ということになると、ブロッ

コリーのような形態をとる作物、カリフラワー

など、そういう物が候補に挙がります。ただ、

現時点では、カリフラワーの生産は八代ではそ

う多くないもので、ブロッコリーの生産７０ヘ

クタールということになっておりますが、それ

らを賄う施設ということで整備するものでござ

います。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（前川祥子君） 済みません。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。先ほどの農業体

質強化基盤整備のとこなんですけど、国の緊急

経済対策で、たしか１０月って先ほどお伺いし

てですね、その中で１０月のうちに決まった

と。これは結局は選挙対策の国の政府の形だと

思いますが、こういうふうにいつ国から経済対

策っていう形で補助金がおりるかっていうの

が、今回に限らずよくあることじゃないかとも

思いますが、こういうときにですね、これは土

地改良区のほうに仕事という形で市のほうがお

願いしてるんでしょうけど、ふだんですね、市

はどの程度こういった整備事業に関してかかわ

っていて、土地改良とともにやっているのかな

というのがちょっとよく見えてこないんですけ

ど、そこんとこは少し説明ができますか。あん

まり長くなるとあれですけど。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。市とで

すね、土地改良区の役割分担について少し御紹

介します。 

 八代市は、公共事業に属するもの、すなわち

排水路、道路につきましては、農家以外の一般

住民も通るという位置づけで、八代市が施工を

分担することにしております。土地改良のほう

では、限定された受益者、農家になりますけど

も、用水路、これは受益が農家だけ使われま

す。それと、田んぼの個人の財産を施工する分

野ですね。例えば、客土工事とか、今回やって

おります農家１件が施工する暗渠排水、それか

ら畦畔除去、これにつきましても、農家個人の

財産のところを整備するということで、そうい

う分野を土地改良区、それ以外の一般的な公共
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部分に相当する分は八代市という分担を以前か

ら取り決めて分担してございます。 

 そのような関係から、今回の事業につきまし

ても、土地改良区のほうにお願いしてるという

ことでございます。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（前川祥子君） はい。そうしました

ら、予算の窓口は市が請け負うという形で分担

をしているということですね。いきなり緊急っ

ていうことですから、ふだんから、そうです

ね、地区においてどういうところが排水暗渠を

やらなきゃいけないかっていうところを点検と

いうかですね、やってるんだと思いますけど

も、そういうのが残ってる部分っていうかです

ね、もっとやらなきゃいけない部分って、大体

平野部においてどれぐらい残ってるんでしょう

かね。地域として。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。少し、

もうちょっとお話しする部分が不足してました

けれども、事業が流れたらですね、市はいろん

なノウハウというか、共同でですね、こういう

事業は進めますので、今回の事業も市は全然ノ

ータッチということではなくて、全て申請のお

話を聞き、うちのほうで申請をし、また、来た

お金を配分するときにも途中で我々が検査に行

くということは、もう前から当然するべきだっ

たんですけども、今回のは緊急に起きましたの

で緊急調査に入ってますが、何もなくても一応

調査には入るような流れで進めていく予定でご

ざいました。 

 それから、全体的な事業のお話ですけども、

今、八代平野全体を見ていただくと、圃場整

備、いろんな幹線の排水対策、いろんな分野が

一応ほぼ全域終わっているような段階かと思わ

れます。今行っています、例えば、排水ポンプ

機場にしろ、更新の事業を迎えるということ

で、一度つくった施設を切りかえたり、あるい

は、土地改良区が所管する幹線用水路が、ひび

割れとかそういうクラック系が発生しておりま

すので、今後それらを補修していくというよう

な事業も今後入っていきます。 

 そういう関係で、今回の畦畔除去とか暗渠排

水につきましては、一般的な圃場整備、基盤整

備の次のステップに入ったような事業かと考え

ていただければですね、いいかと思うんですけ

ども、この事業、２３年度から３カ年の限定事

業ということになっております。で、今各農家

さん、この機会にやりたいなちゅうことで要望

が多うございます。多分この３カ年間で、全て

のですね、要望を満たせないんではなかろうか

と。（委員前川祥子君｢満たせない」と呼ぶ）

はい。多分予算の関係で全員の要望はできない

というふうなところに来ておりますので、こう

いう事業の継続をですね、あと国と県は要望し

ていきたいというところを聞いてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。今客土排水がほ

ぼ終わっているというようなことおっしゃいま

したよね。客土排水はほぼ全域的に終わってい

ると。（農地整備課長潮崎勝君｢いえいえ」と

呼ぶ）え、ほぼ終わってる。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。ほぼ今

終わっていると申しましたのは、申しわけござ

いません、幹線的な部分と考えていただいてよ

ろしいでしょうか。国が行うべき事業とか、県

が行われる大きな幹線的な部分をですね、一応
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全国的な分野で見れば、八代市はかなりその部

分は進んでいるということでちょっと言ったつ

もりなんですけど。まだ完全に終わってはござ

いません。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。まだまだです

ね、私の知ってる限りでは、暗渠排水は進んで

るっていうふうにはちょっと言えないかなとい

うふうに思えるんですよね。はい。はい。 

 で、要するに、こういった補助があったとき

には手を挙げてるところはなるべく早目にして

あげていただきたいということと、それから、

受益者負担が今回はあるのか、ないのかなとい

うとこはちょっとよくわかりませんけども。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 今回の事業は

ですね、受益者負担はございませんで、１００

％国の補助事業があります。ただし、額が低額

ということで、１０反当たりの工事費として、

客土排水では反当り１５万円、それと、畦畔除

去につきましては反当り１０万円、その金額が

必ず来るということで、農家はそのお金よりも

上回った場合には手出しが必要という、その決

まりがあります。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。農家の方にとっ

ては、大変利のあることでないかというふうに

は思います。それに入ってこられなかった方

が、今後またこのような経済対策が行われたと

きに、ぜひやりたいという思いの方がたくさん

いらっしゃると思いますので。これと限らず暗

渠に関してもですね。なぜかといったら、結局

は自分たちの収入源を上げたいと、それから、

農作物のいい物をもっとつくっていきたいと。

それは結果的には、八代の農業の生産物の利に

なるというとこだと思います。ぜひ農業県であ

りますので、こういう経済対策においては、土

地改良区ももちろんですが、市も深くかかわり

を持ってですね、ぜひとも今後も進めてやって

いただきたいと思いますので。はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 執行部の担当部にお願

いですが、今前川副委員長からも今そういうふ

うな意見が出ておりますが、いろんな補助事業

をする中では、その事業内容のパンフレット

は、必ず国、県というのは必ず市町村に配布し

てあると思うんですね。よろしければ、副委員

長が言われたその内容等については、パンフレ

ットがありますので、後から委員会終了後にで

すね、各委員に配付をしていただくように要望

しておきますので、委員長、お諮りをよろしく

お願いいたします。（｢資料請求」と呼ぶ者あ

り）ある範囲内で結構ですよ。ほとんどあると

思うんで。 

○委員長（百田 隆君） ただいま山本委員か

ら資料請求がありました。 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。 

 本委員会として要求することに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） はい。御異議なしと

認め、そのように決しました。 

 ほかに。 

○委員（太田広則君） あと１点いいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 済みません。１６ペー

ジになるかと思います。環境生態系保全事業負

担金の市の持ち出し分が１００万円でございま
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すが、国が２００、県が１００ということで、

ちょっと聞き間違えてたらごめんなさい。県の

１０月の希望調査があって、八代市が手を挙げ

たというふうに捉えていいんでしょうか。これ

がもしなかったらば、この４００万は市の持ち

出し分になってたのかどうか。これが毎年あっ

てるのかどうかも含めて、ちょっとお聞きした

いんですね。 

○委員長（百田 隆君） はい、尾﨑水産林務

課長補佐兼水産係長。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 ただいまの御質問の件につきましてはです

ね、今回が初めてでございまして、もし県から

このお話がなくて、実際実施される鏡町漁協さ

んなんですが、が希望されなかった場合は、全

くこの事業自体がないもんですから、４００万

も発生しないということになります。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） じゃあ、逆に聞きます

けど、このモニタリングとか、機能低下を招く

生物の除去とか、保護区の設定、アサリ放流ま

で事業内容が含まれてますけど、アサリ放流は

私たちも経験したんでわかってるんですが、こ

ういったことは違うとこからじゃあやってたと

いうふうに捉えてよろしいんでしょうか。 

○委員長（百田 隆君） はい、じゃあ、尾﨑

水産林務課長補佐兼水産係長。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 別個にですね、放流とかはやっております。

と、それに、今回の補正の分は、新規に上乗せ

みたいな形で、別個に放流事業をやるとか、別

個にモニタリングですね、と保護区の設定とい

うのを別途にするという意味でございまして、

はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 要は、今回が初めてと

いうことで、希望調査があって、鏡漁協さんが

手を挙げられたというふうに理解しますけど

も、じゃあ、この生態系保全事業負担つうの

は、また来年度もひょっとすると希望調査があ

るというふうに捉えとってよろしいですかね。 

○委員長（百田 隆君） はい、尾﨑水産林務

課長補佐兼水産係長。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 はい。現在、国のほうがですね、今度は２５

年度予算では、事業名称が変更になりまして、

新規の事業としまして、継続的な意味合いの新

規の事業を国のほうが今考えてやってまして、

その後、もし予算化されればですね、そのまま

鏡町漁協さんも継続を希望されると思っており

ますので、来年度の補正予算等で計上させてい

ただくかもしれないという状況でございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） かもしれないと言われ

たんでちょっとあれなんですが……はい、わか

りました。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。まず最初に、

毎回補正予算ということからすれば、結構県と

かですね、国の支出金のあたりが多いもんです

から、市としてはトンネル事業になるような、

トンネルのですね、予算になることが多々ある

かというふうには思ってます。その中でも、や

っぱり農業費というところは、大きく割合を占

めているのは間違いのないことだと思います。 

 それで、今回さまざま意見とか質問が出る中

で、一つは、資料がですね、非常に不足をして

ると。一つ一つの事業のですね、やっぱり内容

であるとか、八代市にとってどれくらいのもの
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がどうあるのかという数字的なものを含めてで

すね、ちょっとやっぱ資料が不足をしていま

す。それについては、やっぱり十分なですね、

資料を、委員長あたりとも御相談いただいて、

準備をいただきたいというのが１点です。 

 それと、もう１点は、国とか県の支出金がほ

ぼ全部ということはあっても、市としてのです

ね、検証をきちんとやっていただきたい。今

回、特に私のところで気になるのは、青年就農

給付金事業あたりも、本当にこれが効果がある

事業なのかと、自立就農がですね、できていく

中身なのかということもそうですし、強い農業

づくり交付金事業についても、本当にブロッコ

リーだけしか使えないものについて、これだけ

の予算が出てつくる。その後、もし価格が下落

したり、生産作付がですね、減少したりした

ら、ほんとにこの施設は使えなくなってしまう

んじゃないかとかという懸念もあります。ま

た、農業体質強化基盤整備促進事業について

も、皆さんがおっしゃったとおりです。 

 そういった中でですね、やはり市としてもで

すね、きちんと検証をいただいて、その効果に

ついては市としても把握をしていただきたい。

そして、必要なものであればですね、効果が出

るものであれば、これは単独の市の予算をつけ

てでも、特に後継者問題については、決して農

業だけの問題じゃありません、林業についても

水産業についても、また商工についても、いろ

んなところで後継者問題について悩まれてると

ころは多いです。そういったところにですね、

市としても単独の予算をつけていくといったふ

うな方向性もですね、きちんと示しながら事業

の検証を行い、進めていっていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） はい。じゃあ、なけ

れば、第５款・農林水産業費を終了します。 

 小会します。 

（午前１１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１７分 本会） 

○委員長（百田 隆君） では、本会に戻しま

す。 

 次に、商工観光部から歳出の第６款・商工費

について説明願います。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり） 

 ただいま御案内ありましたように、議案第１

１５号・平成２４年度八代市一般会計補正予算

・第８号中、第６款・商工費に係ります内容に

つきまして、宮村次長より説明いたしますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）商工

観光部次長の宮村です。私のほうから説明させ

ていただきます。座って説明いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 今部長が申しましたように、議案第１１５号

・平成２４年度八代市一般会計補正予算のう

ち、商工観光部所管部分を説明させていただき

ます。一般会計補正予算書・第８号の１６ペー

ジと１７ページをごらんください。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費の補正額は１９４６万８０００円です。こ

れは人件費の補正でございまして、本年度は月

例給、期末勤勉手当等の給与改定はなく、職員
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５名の増員に伴う増加分が主なものでございま

す。 

 次に、次ページになりますけれども、目２・

商工振興費の補正額１２３３万９０００円は、

緊急雇用創出基金事業１７３万９０００円と、

八代コンテナ利用等補助金１０６０万円の２つ

の事業の補正でございます。 

 まず、緊急雇用創出基金事業は、１０月１２

日付で、後期高齢者医療保険料納付推進等事

業、漁業環境再生事業及び泉町観光案内及び物

産ＰＲ事業の３事業が県から補助内示を受けた

ために補正をお願いするもので、財源は全額県

の緊急雇用創出基金事業補助金です。 

 それでは、３事業の内容について説明いたし

ます。 

 まず、後期高齢者医療保険料納付推進等事業

は、保険料の滞納者に対し、電話による催促や

滞納整理事務、保険者証等の交付事務などを行

うもので、来年３月の１カ月間、１名雇用に伴

う賃金等１３万４０００円となっております。

なお、この事業は、来年度４月から８月末まで

の５カ月間、引き続き実施予定となっておりま

す。 

 次に、漁業環境再生事業は、アサリ放流事業

の効果を上げるために、アサリの生息状況調査

や漁場の底質調査、干潟域における有害生物の

駆除や干潟保全のための耕うん作業等、アサリ

の放流、アサリの生存調査、漁場、海岸、漁港

の環境悪化の改善作業などを行うもので、２月

から３月までの２カ月間、３名を雇用し実施す

るもので、賃金や自動車リース料等１１０万円

となっております。この事業は、来年度４月か

ら７月末までの４カ月間、引き続き事業実施の

予定となっております。 

 泉町観光案内及び物産ＰＲ事業は、泉町にあ

る、ふれあいセンターいずみに観光案内人を置

き、観光客に対し観光施設やイベント及び物産

品のＰＲを積極的に取り組めるよう、観光案内

等の機能強化を図るものです。１月から３月ま

での３カ月間、１名分の賃金等５０万５０００

円となっております。来年度４月から１２月末

までの９カ月間、引き続き事業実施予定です。 

 次に、八代市コンテナ利用等補助金の補正内

容を説明させていただきます。 

 コンテナ利用助成制度は、八代港におけるコ

ンテナ取り扱い数の維持増加及び貿易活動の拡

大を目的に平成２３年度から導入しており、八

代港を御利用いただく荷主企業等を対象に、１

ＴＥＵ当たり新規貨物１万円、継続貨物５００

０円を助成しておりましたが、今年度から新規

貨物、継続貨物ともに１ＴＥＵ当たり１万円を

助成しております。 

 官民一体となったポートセールスと窓口の一

本化等、申請に係る利便性向上等に伴い、当初

見込んでおりました申請件数を大きく上回るこ

とが予想されますので、補正をお願いするもの

です。 

 積算根拠といたしましては、今年度のコンテ

ナの取り扱い数を利用実績から８０００ＴＥＵ

と見込み、補助金申請割合を８５％、１ＴＥＵ

当たり１万円の補助を行うことから、６８００

万円が必要となります。 

 また、今年度より八代港の国際及び国内コン

テナ定期航路サービスを充実させ、八代港にお

けるコンテナ貨物の維持増加及び荷主企業への

港の利便性向上を図り貿易拡大を図るため、１

寄港ごとに出入港に要する経費の２分の１、２

０万円を限度に補助することとしております。 

 この航路誘致助成金の見込み額が２６０万円

で、コンテナ補助金と合わせ合計７０６０万円

が必要となります。補正前の予算額が６０００

万円で、差し引き１０６０万円が不足するた

め、今回補正をお願いするものでございます。 

 以上、説明を終わります。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（百田 隆君） はい。以上の分につ
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いて質疑を行います。何かありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 緊急雇用創出基金事

業についてお尋ねをいたします。 

 先ほど３事業ということだったんですが、こ

の３事業ですよね、もともと３事業しか県のほ

うには申請しなかったのかどうか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 宮田商工振興課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。今回の

募集につきましては、年度途中の追加の募集と

いうことで、応募自体はたしか４事業あったと

思うんですけども、県のほうに問い合わせまし

て、該当するという事業になったのが３事業と

いうことで、今回３事業を補正でお願いしてお

ります。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） それから、来年度４

月、それぞれ期間は違うんですが、引き続きの

雇用ということになれば、これはどういった事

業になりますか。この事業がそのまま使えるの

か、それとも一般財源になるのかという。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。今回本

年度分だけを補正でお願いしておりますけど

も、２５年度に入ってから事業が継続されるも

のですから、そちらの分につきましては、また

当初予算のほうに計上いたしまして、同じく緊

急雇用の国からの補助ということで実施をする

予定でございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。では、こので

すね、漁業環境再生事業の緊急雇用があります

よね。これと、先ほどのですね、農林水産のと

ころから説明があった環境生態系保全事業があ

りますが、これって連動してるんですかね。 

○委員長（百田 隆君） 尾﨑水産林務課長補

佐兼水産係長。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 済みません。基本的には全く別個の事業なん

ですが、先ほどの環境生態系のほうは鏡町漁協

さんがされまして、それ以外にも昭和、千丁、

八代、二見と、アサリをですね、されてる漁協

さんがいらっしゃいまして、そちらの漁場のほ

うの各漁協さんが自主的にされる環境改善事業

とか、そういった分に一緒に活動するというこ

とで一応計画はしております。 

○委員長（百田 隆君） 幸村委員、それでい

いですか。はい、どうぞ。 

○委員（幸村香代子君） はい。遠慮させたほ

うがいいのかなというふうに思ったもんですか

ら、ちょっとお尋ねをしてみました。逆にです

ね。遠慮させるという意味はですね、ここにモ

デル地区として取り組むというのであれば、こ

こにやっぱり人を厚く置いたほうがいいんだろ

うなというふうな思いがあったものですから、

お尋ねをしたところです。何かあります。 

○委員長（百田 隆君） 尾﨑水産林務課長補

佐兼水産係長。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 はい。可能性としてはですね、全くないこと

もないんですけれども、鏡町漁協さんが環境生

態系でですね、漁場改善の活動をされると。そ

のときにどうしても人が足りないから、うちの

緊急雇用の方もお手伝いお願いしますというこ

とであれば、当然一緒に活動はいたします。は

い。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。泉町のです

ね、観光案内のところなんですが、１月から３

月っていう意味ではですね、多分泉で観光って
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いう面では厳しいというふうに思うんですね。

で、そこに緊急雇用で人を置くということと、

もう１点気になるのがですね、ここは指定管理

者なんですよね。で、委託、その一人を、これ

は正式に雇用して泉に雇用いただくっていう話

になるんですかね。委託料にプラスされるのか

っていう話なんですよ。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋本総務振興

課長。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。

ただいまの質問ですけれども、まず、１月から

３月におきましては、泉町の観光については閑

散期ではないかということで御質問だと思いま

すけれども、今の泉町の観光の実績といたしま

すと、紅葉のシーズンが当然主なシーズンでご

ざいます。ただ、泉の支所のほうのこれからの

観光を推し進める段階におきましては、当然春

の新緑の時期等も含めまして、３月からヤマメ

等の解禁等もございます。それに登山等もあり

ます関係から、年間を通したＰＲというのが必

要であると考えております。１月、新緑に向け

ましては、１月から３月にかけましてＰＲを行

うことが一番効果的ではないかということで、

今回も配置をしております。 

 また、２番目の質問で、指定管理者が実施す

るべきものではないかということなんですけれ

ども、当初におきましては、観光の案内事業に

ついてが指定管理の項目等にうたい込んでござ

いませんでした。当然、指定管理をしている株

イズミのほうからですと、自主的な事業として

観光案内を進めていきますという形で出ており

ましたけれども、人員整理等もございます関係

からなかなか手が回らないと、一時的にも紅葉

の時期は全然手が回らない時期も出ております

ので、現時点ではガイドインストラクター協会

に別に市が委託をして、紅葉時期については対

応させていただいているところです。 

 その部分を含めまして、ガイドインストラク

ターのほうはバスに乗車して観光案内等も行い

ますので、その時期が重なりますとどうしても

人手不足となるということで、機能強化を図る

上からも、別途、株いずみの委託分にするんで

はなくて、雇用賃金で支払いするという形をと

ってます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） でも、委託先、いず

みですよね。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋本総務振興

課長。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） 当然指

定管理をしておりますイズミの中において、当

然物産等の販売等も含めまして対応をさせたい

というふうに考えてます。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 今初めて、委託、指

定管理者に観光案内がですね、入っとらんかっ

たと。今それに驚いたんですけどね。それは別

途の問題としてありそうですね。はい。 

 何のための指定管理者で、で、こういったこ

とをなくすために、言うなればですよ、指定管

理者制度の導入という意味ではですよ、こうい

ったことをなくすために導入してるわけだいけ

ん、なおかつ、それでサービスが上がってい

く。当然、こことすればですよ、泉の観光って

いうのは目玉なわけだけんが、それがやっぱそ

もそも入っとらんでから、こんなふうにまた緊

急雇用あたりで人を配置せぬと、やっぱ厳し

い、今でも外部に頼んどるとかっていう話につ

いてはですね、根本的問題からもう１回整理を

し直すべきかなていうのを今ちょっと思いまし

た。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま
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すか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。１７ページので

すね、八代市コンテナ利用等補助金についてな

んですが、これ見てますとね、コンテナ利用助

成金と航路の問題がありますが、助成金につい

ては確かに結構なことだと思います。ふえるこ

とでいいことと思うんですが、これが助成する

先がですね、市内だけではないと思うんです

が、市内と市外の比率といいますか、そこいら

を教えていただきたい。 

 それから、コンテナ航路の誘致助成金がです

ね、組まれておりますけど、これはどこに助成

をするのかということで、そのことも含めなが

らですね、このことをすることによって、経済

効果としてどういうのが見込めるかということ

をお尋ねしたいと思います。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい、髙﨑重点港湾

八代港営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。３点お答え申し上げます。 

 まず、助成金の支給先につきまして、これは

荷主企業様――八代港をお使いの荷主企業様を

対象にしております。で、正確なちょっと数字

については持ち合わせておりませんけれども、

メーンは、本数からいきますと市内の方々、市

内の方々がやっぱりメーンになる。ただし、荷

主企業様の中には、関東、また関西ほうの荷主

企業様もいらっしゃいますので、ちょっと済み

ません、正確な数字は今申し上げることござい

ませんけれども、市内を中心にした大企業様の

ほうの本数が多いというところが、まず１点目

でございます。 

 それと、航路助成金につきましては、新たに

航路を八代港のほうに引かれたり、もしくは、

今韓国の釜山航路が２便入っておりますけれど

も、この航路の増便を図るというようなものに

対して助成金を用意しているという状況でござ

いまして、この助成金につきましては、船を運

航されます船会社のほうを対象にしているとい

うところでございます。 

 この助成金の支出及びこの航路の助成金につ

いて、その結果もたらされる経済効果という部

分につきましては、これは少し余談になるかも

しれませんが、私ども港湾振興というものを何

でやるのかという部分につきましては、やはり

八代港の取り扱いの量がふえるということにな

りますと、当然そこで荷役作業をされます港運

業者の雇用増にもつながると思いますし、ここ

で早い安い物流を生み出すことによって、企業

の競争力が増す。そして、その企業の事業が拡

大されて、行く行くはやっぱ雇用拡大につなが

っていくものだと。この目標のために我々は港

湾振興をやっているというふうに思っておりま

すので、そのような効果が見込めるというふう

に考えて活動しております。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。ほんとはです

ね、数値的なものがですね、出てくれば一番い

いんですが、なかなかつかみづらいといいます

か、非常に大変だと思いますので、今後もでき

るだけですね、形としてつかめるようにです

ね、努力もしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連で、委員

長、よろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員、ど

うぞ。 

○委員（山本幸廣君） 今、髙﨑君が説明した

中でね、利用件数が大幅に増加したと。これに
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ついては、輸出と輸入の数字がわかるか。 

 その１点とな、ところが、もう部長も次長も

一緒にちょっとお聞きしていただきたいと思う

んですけども、この利用等の補助金については

ですね、航路もですけども、日本全国の重要港

湾、そしてまた、これからひとつハブに向かっ

てという、そういう重点港湾等でですね、この

コンテナに対する利用の助成金等々で、うちの

助成以上にやってるところがあるかないか。調

べておれば報告し、調べてなければ後から資料

提供で、委員長のほうからですね、お願いし

て。 

 そういう中でですね、八代港、重点港として

のですね、こういうコンテナの利用について、

私もいろんな大きな、香港からですね、中国も

寧波からかずっと行ってきたんですが、やはり

一番問題は、やっぱし荷主の方々で海外からで

すね、航路の開設、これが一番だと思うんです

よね。それと、やっぱ内需の中で、九州管内か

ら、八代港からどうやって、こういう一つのコ

ンテナの利用の助成金をですね、活用していく

かという、そういうのが係ると思うんですけど

も、そういう状況等がわかればですね、報告し

て、何をしたら、今髙﨑君が言ったようなそう

いう目的に向かって、うちの行政としてです

ね、どのような対応の施策ができるかというこ

とをもう少しまだ幅広くね、考えてほしいとい

うのが私の考えなんですよ。 

 そこあたりについては、次長、どうかな。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。今山

本委員さんがおっしゃいました輸出の件数等に

つきましては担当課長のほうから答えさせてい

ただくといたしまして、八代の優遇措置に関し

ましては、他港と比べて遜色がないような優遇

措置になっているかと思っております。特に寄

港についても今年度から助成しようということ

ですので、遜色ないかなと。そのために、利用

実数、今回の本会議で申し上げましたが、昨年

度に比べまして３２.３％でしたか、荷がふえ

てるという結果があらわれてるのかなっていう

ふうに思っております。 

 おっしゃいましたとおり、特に営業隊あるい

は営業隊を中心としましてポートセールス活動

をさせていただいておりますが、その訪問先の

荷主様からのお話によりますと、４割以上の方

々が、今委員さんが御指摘されました中国との

直行便の開設を望んでおられる声が非常に多い

ということなんで、そのようなことが必要なん

だろうなっていうふうに思っております。 

 それから、熊本県内の荷物が福岡のほうに、

博多港ですとか、あるいは北九州の港から出さ

れているという事実がございましたが、その荷

物を何とかきめ細かなポートセールスによりま

して、本市の八代港のＰＲ並びに助成制度のＰ

Ｒをしたことによって、八代港を御活用いただ

いてるのかなっていうふうに思っております。 

 先ほど髙﨑のほうから説明させていただきま

したが、港を活性化することによりまして、関

連する業者さんの雇用あるいは雇用の創出が生

まれるかというふうに思っておりますが、我々

としましては、行く行くは企業誘致につながれ

ばなというふうに思っているところです。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） わかりました。よその

他県よりいち早くね、やっぱその助成の方法に

ついては、安かればいいもんじゃない、高かれ

ばそれだけの価値観を求めていくようなね、そ

ういう政策をしてほしいと思います。 

 一つ関連して聞きたいのは、八代港が特定港

になるような、そういうふうなお話が、情報が

ちょこちょこちょこちょこ入ってくるんですけ

ども、特定港になったときに、今の石油基地の
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問題等々についてね、私、これはやっぱ市長以

下真剣になって私は考えていかなければ、そら

荷は多くなるわ、特定港になっていろんな環境

整備をしていかないかぬ。石油基地がなくなる

という状況になったときにね、どう八代のエネ

ルギーの基地として対応していかないかぬのか

という。そこらあたりについても、後から、最

終的には、担当部と市長と、県や国にですね、

強く、うちも古嶋議長にお願いしながらです

ね、議会も一緒になって、この特定港の問題に

ついては議論していきたいと思いますので。今

コンテナの問題、助成問題で、どんどんどんど

んそういうふうな利便性がよくなって、そうい

う助成の中でですね、大口も小口も多くなって

いって、まあ、船がはっきり言って、航路がで

すね、航路幅がないのに船が集まってくるとい

う状況になったときにですね、じゃあ、特定港

と、そういう問題もですね、ありますから、真

剣に担当部としてはですね、敏感にひとつ対応

しながら、そしてまた、首長に対してもです

ね、中身はしっかり首長に説明し、首長がやは

り県の知事あたりと、そしてまた国に対して国

会議員を動かしていくようなですね、そういう

運動をしていかなければですね、石油基地なく

なります、八代は。どうなりますか、後は。 

 ということも重ねてですね、このコンテナの

問題を含めて、今の状況で他市、他県について

もですね、よく把握していただきたいと思いま

すので、一生懸命、助成については私も賛同し

ますので、頑張ってほしいと思います。 

 輸出んとはよかかな。わかったかい。（資料

請求なんでしょう」と呼ぶ者あり）うん。 

○委員長（百田 隆君） 髙﨑重点港湾八代港

営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。先ほど次長のほうで答えてない部分につい

て、まず御説明申し上げます。 

 まず、輸出入のうちでですね、どちらのほう

が伸びているのかという御質問だったと思いま

すが、今現在、１１月末現在で、輸入のコンテ

ナ数が４２３１ＴＥＵ、輸出につきましては１

５１８ＴＥＵ、合計しまして５３４９ＴＥＵで

ございます。これはことしに限ったことではご

ざいませんが、八代港につきましては、おおむ

ね２対１で輸入のほうが多いという状況が従来

から続いているというところでございます。 

 ただ、これを個別に見ますと、輸出につきま

しては、昨年のですね、１年間の輸出の数と申

しますのが約１１００ＴＥＵ。で、ことしが、

今もう４月以降、４月から１１月までで１５１

８ＴＥＵということで、輸出のほうが顕著に伸

びているというところでございます。しかし、

伸びているといいましても、昨年度と比して伸

びているという言い方になりますけれども、実

は、非常に超円高が昨年来続いておりまして、

その影響で昨年は激減をしたということ。それ

と、八代港からは紙パルプ、日本製紙様のほう

が輸出をされていたんですけども、東北の震災

によりまして、これが内需のほうに振り向けら

れたということで、それが全くなくなってしま

った。このようなことが要因で、輸出が激減し

たという状況になっております。 

 本年度に入りまして、輸出が戻ってきており

ます。内容は、古紙――古い紙ですね、古紙で

ありますとか、金属のスクラップ類というもの

が、新たな荷として八代港のほうを御利用いた

だいてきてるという部分がふえてきてる要因と

なっております。 

 それと、もう一つですけれども、コンテナを

今後具体的に雇用等に結びつけていくために

は、もっともっとふやしていかないといけない

という部分で、どういうふうに考えているのか

という部分につきましては、これは私ども営業

隊の独自の調査になりますけども、おおむね九

州管内でコンテナの取り扱い数というのが、お

おむね１００万ＴＥＵになります。この１００
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万ＴＥＵの中から、南九州３県──熊本、鹿児

島、宮崎、こちら３県で約２０万本コンテナ貨

物があるというふうに推計しております。この

２０万本のうち、各３県の地元の港を使ってる

という本数が約４割でございます。ということ

は、２０万本の６割につきましては、恐らく九

州北部の港のほうに出ていると思われます。１

２万本の６割、１２万ＴＥＵが九州北部のほう

に流れていってるというような状況です。 

 で、私どもここをさらに調査しまして、コン

テナを輸送するためには、海上運賃と陸上運賃

という大まかな分け方がございますけれども、

陸上運賃につきましては、やっぱり距離が短い

ということもありまして、間違いなく博多、門

司よりも八代から運んだほうが、南九州３県に

ついては安くなります。ということは、なぜ陸

上運賃が安いのに上のほうに流れてるかという

と、海上運賃と陸上運賃を合わせたトータルコ

ストが、やっぱりどうしても上のほうが安いと

いうことが見えてまいりました。 

 ということは、博多、門司がなぜ海上運賃が

安いのかということを分析しますと、当然競争

が激しいということもありますし、これは釜山

トランシップだけではなく、中国とか台湾とか

直行便が走っております。そうなりますと、日

数も早くて費用も安いということが見えてまい

りまして、それであれば、この八代港に中国な

り台湾との早い安い直行便を引けば、トータル

コストで博多、門司と戦えるのではないかと。

そうしたら、その１２万本上に上がってる荷の

何割になるかわかりませんけども、かなり可能

性が出てくるというふうに思ってます。 

 例えば、１２万本のうちの１０％八代港にと

めることができたら、１万２０００ＴＥＵにな

ります。この数字は、昨年の八代港の実入りコ

ンテナの取り扱い数ちゅうのは６０００本にな

るんですけども、それの倍の荷がですね、八代

港でとまる可能性があるというふうに思ってお

りますので、こういったところでですね、今直

行便の誘致というものについても一生懸命取り

組んでおりますし、そこの部分もありまして、

今年度の予算でこういう助成金というものを増

設をさせていただいて、取り組ませていただい

てるというところです。残念ながらちょっとま

だ具体の話は来てるものの、諸事情によりまし

て実現に至っておりませんが、必ず近い将来に

実現したいという意気込みで頑張っているとい

うところでございます。 

 それと、３点目になりますが、特定港につい

てのお尋ねがございました。この特定港につき

ましては、まず特定港とは何ぞやという部分で

ございますけども、これは喫水の深い船舶が出

入りできる港または外国船舶が常時出入りする

港を指すということで、これは港則法という法

律の第３条第２項のほうで定義されておりま

す。九州管内では、博多港であるとか、長崎港

であるとか、熊本県内ですと三角港がこの特定

港のほうになっているわけなんですけども、九

州管内で１６港が現在特定港になっているとい

うところでございます。 

 今、八代港の管轄してございます第１０管区

海上保安部様が中心になられまして、八代港の

特定港化へ向けた動きを進められているという

ところでございます。具体的には、八代漁協様

であったりとか、大島石油基地の事業者の皆様

とかを個別に回られまして、説明会を開かれて

いるところでございます。この説明会につきま

しては、本市の職員のほうが必ず随行をして、

情報の把握に努めているということでございま

す。 

 で、おおむね関連団体につきましては、賛成

の方向で受けとめてらっしゃるところが多いん

ですけれども、唯一、大島石油基地の事業者の

皆さんのほうにつきましては、少しいろんな調

整等が必要ということで、まだ特定港よしとい

うことには結論が至ってないという状況でござ
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います。その理由としましては、特定港にする

ことによって、新たな設備投資が発生するかも

しれないというところが懸念されておられまし

て、石油業界、非常に厳しい中で、新たな設備

投資が可能かどうかという部分について、非常

に論議をされてるというところです。 

 今議員さんからも御質問いただきましたよう

に、本市といたしましては、地元の企業様の反

対がある中で、大手を振って特定港賛成ですと

いうことは決してやりたくはありませんし、や

らないつもりでございますし、そこの部分につ

きましては、大島石油基地の関係者の皆様、そ

して第１０管区の海上保安部の皆様、あと県、

そして市と、そこの連携図りながら、しっかり

調整をして取り組んでいきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございまし

た。 

 まずは一つはね、博多と門司の問題を説明さ

れたんですけども、じゃあ、八代港については

どのような荷主の中での業種ね、そこらあたり

をやっぱり選択をして、これにポイント置いて

から荷主の業者を探していこうとかね、そうい

うのを探さなければ、博多と門司に勝つわけな

いんだよ。ね。頭からそう思ったら大変です

よ。だから、じゃあ、こういう一つの業種だっ

たらば、絶対八代港から、陸上も海上も、そし

てまた、中国にやろうが、東南アジアにやろう

が、絶対差が出てくるというふうな業種をです

ね、探していかなければですね、そらあ、今の

状態やったら、それは博多、門司、それは待遇

がいいですよ。環境もいいし、待遇もいい。そ

ういうことで、八代港見たら寂しい、何にもな

いですね。活気がない。 

 そういうところで、今のコンテナの利用の助

成と誘致の助成というのをですね、活用して、

ある程度荷が輸出も輸入もバランスよくするた

めに、この活用というのをどうやって活用する

かというのをな、私たち議会も一緒になって協

力していかないかぬと思うんですけども、そう

いうのが、やっぱし他市、他県から、このよう

な助成の方法、補助金の方法というのをです

ね、しっかりやってるところ、どういうような

形でやってるのか。ただ、荷主に現金で１万円

やればいいですよということじゃなくしてから

ですね、それに附帯する問題が出てくると思う

んですよ。また支援する問題が。そういうのを

探ってほしいと思うんですね。 

 それと、特定港の問題を言われたんですけど

も、私はこれはですね、安易な気持ちでおった

ら大変ですよ。ね。というのは、やっぱしそら

今の大島石油基地の等々の組合の方々っていう

のは、やっぱし今言われた、石油業界は物すご

く今危機感ですよ。一番いいのは、今セメント

業界が一番いいんですよ。これはもう上場して

あるところ株を見てください。株がずっと上が

ってますから。その中で石油業界というのは、

もうパンク状態、倒産状態になってる。で、そ

れによってから、やっぱし桟橋をこれだけの距

離をつくってください、じゃあ、はっきり言っ

て航路を広くしてくださいとかね、そういう要

請が、特定港としてしなければ、あなた方は認

めないよという、そういう形が出てくるんです

よ。 

 で、説明会に行かれた方々、役所も行ったと

思うんですけども、やっぱそこらあたりは聞く

だけじゃなくしてから、強く事前に石油基地の

彼たちとやっぱし打ち合わせしながら、そして

対応してください。そしてまた、首長にしっか

り伝え、それで、首長がまた議会にもしっかり

報告していただきたいと思います。 

 それは、そういう運動をしていかなければで

すね、第１０の管区はですね、それはもうあん
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たたちはしよんなかつばい、特定港になったら

って、そういう捨て言葉を言ってるわけですか

ら。いいですか。そこらあたりをひとつしっか

り聞きながら、ひとつ説明会にも行って意見を

述べ、そしてまた、特定港としてやらなきゃい

けない時期が来たときには、特定港としてです

ね、みんなが協力できるような特定港にしてい

く、そういうふうにしていただきたいというふ

うに思いますから、何か反論じゃなかばってん

が、何か意見があったら言ってください。なけ

れば要望しときますから。 

○委員長（百田 隆君） 山本委員、先ほど資

料請求みたいに言われましたけど。 

○委員（山本幸廣君） いや、資料請求は、あ

ればということだったけんでから、今んとこも

う聞きましたけん、よろしいです。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですよ、は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 後から個別で結構です

から。 

○委員長（百田 隆君） ほかに何かあります

か。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。先ほど

田中委員さんのほうから、コンテナ取り扱いに

ついて、市内企業か市外企業かという。ちょっ

と漠然としておりますけど、ちなみに、平成２

３年度、昨年度の実績で申しますと、取り扱い

コンテナの量に対する企業の内訳でございます

が、市内企業が３４.５％でございます。市外

企業が６５.５％の企業がコンテナを取り扱っ

ているということでございます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありません

か。 

○委員（太田広則君） はい、関連して。今の

に関連して。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員、ど

うぞ。 

○委員（太田広則君） 先ほど２対１、輸出と

輸入のね、２対１のＴＥＵの比率っていうのが

あって、輸出のＴＥＵがふえてるんですってい

う報告がございました。そうした中で、今部長

のほうから市内と市外ということを言われた。

単刀直入に聞きます。輸出業者は何社ふえまし

たですか。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） 資料は２３年

度、昨年度実績でございますが、新規に取り扱

いが行われたところは、市内企業が７社、市外

企業が３４社の数字が上がってきております。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

 はい、ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、ないようで

したら、第６款・商工費を終……。ああ、済み

ません。 

 以上で、質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。はい。 

○委員（古嶋津義君） はい。コンテナの利用

の助成金、これは私も大賛成でありましてです

ね、ぜひこういう優遇措置は継続をしてほしい

と思います。ただ心配なのが、熊本港がです

ね、今、中古ではありますが、大型のガントリ

ークレーンが設置をされておりますし、どうも

県の状況を見ますと、熊本港のほうをよく向い

ていられるのかなという思いがいたします。こ

の八代は御承知のとおりの重点港湾であります

からですね、ぜひとも大型のガントリークレー

ンの設置をですね、国とか県にひとつ要望をし
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ていただきたいと思います。ここはですね、市

長の力量ですよ。力量がなからぬばないと思い

ますので、ぜひこの辺は強い調子でひとつ要望

をしてください。ということで意見としておき

ます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。先ほど輸出がふ

えてるということで、ぜひ頑張っていただきた

いというふうに思います。 

 先ほど、やっぱりですね、コストはこの補助

金でですね、かなり下がってきてるし、業者さ

んもふえてきてるというふうに思うんですね。

コストメリットはある。ただ、やはり納期です

よね。お客さんは一番、コストが安くて早くっ

ていうのがどうしてもあります。船便の一番の

弱点は納期だというふうに思います。先ほど直

行便をね、ふやしていきたいということでした

ので、どうかポートセールスの営業隊の方々、

直行便をですね、やって、短納期を心がけて頑

張っていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） はい。なければ、第

６款・商工費を終了します。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案１１５号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第８号中、当委員会関係分について

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会とします。 

（午前１１時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５９分 本会） 

○委員長（百田 隆君） 本会に戻します。 

 それでは、しばらく休憩をいたします。午後

１時から開会しますので。 

（午後０時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

◎議案第１１９号・平成２４年度八代市水道事

業会計補正予算・第１号 

○委員長（百田 隆君） それでは、休憩前に

引き続き、経済企業委員会を再開いたします。 

 議案第１１９号・平成２４年度八代市水道事

業会計補正予算・第１号を議題とし、執行部よ

り説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）水道局の宮本

でございます。着座にての説明をお許しいだだ

きます。 

 議案第１１９号・平成２４年度八代市水道事

業会計補正予算・第１号について御説明いたし

ます。予算書の説明に入ります前に、まず今回

の１２月補正における人件費の補正につきまし

て説明させていただきます。今年度は、月例

給、期末勤勉手当等の給与改定がございません

でした。したがいまして、補正の主な要因は、

人事異動、育児休業等の影響によるものでござ

います。 

 それでは、別冊になっております八代市水道

事業会計補正予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 平成２４年度八代市水道事業会計予算第３条

収益的支出の予定額のうち、第１款・水道事業

費用、第１項・営業費用をそれぞれ２９１万２
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０００円増額補正するものでございます。内容

につきましては、９ページの補正予算明細書で

御説明いたします。こちらをお願いいたしま

す。 

 収益的支出でございます。款１・水道事業費

用、項１・営業費用、目１・原水及び浄水費で

ございますが、７万４０００円を増額し、補正

後の金額を６４４０万２０００円とするもので

ございます。これは、被扶養者の増加に伴う扶

養手当の不足額等でございます。 

 目２・配水及び給水費でございますが、４０

００円を増額し、補正後の金額を６２１５万９

０００円とするものでございます。これは人事

異動に伴う給料の不足額等でございます。 

 目３・受託工事費でございますが、２５０万

円を増額し、補正後の金額を１３６０万２００

０円とするものでございます。これは人事異動

に伴う給料、手当及び共済費の不足額等でござ

います。 

 目４・総係費でございますが、３３万４００

０円を増額し、補正後の金額を８１０１万６０

００円とするものでございます。これは、人事

異動に伴う給料及び手当の過不足額等と育児休

業に伴う代替臨時職員の賃金の追加でございま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議お

願いします。 

○委員長（百田 隆君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。何かありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１９号・平成２４年度八代市水道事

業会計補正予算・第１号について原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（ありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後１時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０６分 本会） 

◎議案第１２３号・指定管理者の指定について

（八代市勤労福祉会館） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 次に事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１２３号・八代市勤労福祉会館

に係る指定管理者の指定についてを議題とし、

説明を求めます。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） 山本商工観光部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。お世話

になります。 

 議案第１２３号・指定管理者の指定につい

て。八代市勤労福祉会館の指定管理者を設定す

る必要がございますので、内容については宮村

次長のほうから説明します。どうぞよろしくお

願いします。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。それ

では私のほうから、まず議案第１２３号・指定

管理者の指定について御説明いたします。座っ

て説明いたします。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） １２月の定

例会議案書の７ページをお開きください。よろ

しいでしょうか。（｢はい、よか」と呼ぶ者あ

り） 
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 今回、議案第１２３号から１２５号まで３施

設の指定管理者の指定についてお願いするもの

ですが、いずれも提案理由といたしまして、本

市が設置する公の施設の指定管理者を指定する

ためには、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定によりまして、議会の議決を経る必要があ

るため、提案させていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１２３号の説明に入らせて

いただきます。 

 公の施設の名称といたしましては、八代市勤

労福祉会館で、指定管理者となる団体の名称

は、一般社団法人八代弘済会です。団体の所在

は記載のとおりでございます。指定期間は、平

成２５年４月１日から平成２６年３月３１日の

１年間となっております。 

 御承知のとおり、勤労福祉会館につきまして

は、平成２２年度の市民事業仕分けにおきまし

て廃止の結果を受けております。平成２４年度

末で閉館に向け検討を行ってきたところです

が、利用者が大幅に増加し、閉館を行うことに

よりまして利用者への影響が大きいことから、

閉館を見据えながらも、引き続き１年間運営を

行うことにしております。 

 それでは、お手元にお配りしております指定

管理者の選定結果についてごらんいただきたい

と思います。１ページです。よろしいでしょう

か。説明の重複を避けて概要のみを説明いたし

ます。 

 ３番目の提案理由は、市の基準価格２８６万

８０００円に対する八代弘済会からの提案価格

となっております。４の指定管理者候補者の概

要については記載のとおりでございます。 

 ５の、次のページになりますが、指定の経緯

につきましてごらんいただきたいと思います

が、申請期間を１０月２９日から１０月３１日

までの３日間といたしまして、１１月７日に選

定委員会を開催し、同日に候補者の決定を行っ

ております。なお、応募状況といたしまして

は、非公募で行っております。 

 ６番目、今後の日程といたしましては、議会

指定議決後、候補者へ指定通知を行うととも

に、指定の告示を行い、来年３月議会に予算提

案、議決後、４月１日に協定締結の予定となっ

ております。 

 ７番目の選定委員会委員は記載のとおりでご

ざいますが、内部委員４名、外部委員が５名と

なっております。昨年度は、内部委員が４名、

外部委員が２名でございましたので、３名の外

部委員の増となっております。 

 ８番目の選定結果につきましては、３ペー

ジ、次のページの選定集計表をごらんいただき

たいと思います。ここにありますように、５項

目にわたり２００点満点で審査が行われた結

果、合計点１７１.９点となり、候補者選定の

基準であります１００分の６０以上を満たして

おります。なお、右側表欄の数字は、審査委員

会委員さんの平均点を記載しております。 

 それから次のページをごらんいただきたいと

思います。指定管理者候補者からの主な提案内

容といたしましては、救急救命研修や交通安全

指導の実施、働く婦人の家との連携強化、利用

者アンケートの実施などの提案が記載のとおり

なされているところでございます。 

 また、選定委員からの主な意見といたしまし

ては、利用件数の増加が見られますと。地元企

業の管理が望ましい、働く婦人の家と連携がと

れるのがいい、候補者の経営は安定していて委

託先としては問題がないなどが出されていると

ころです。 

 次に次ページお願いします。この資料では、

指定管理者委託料の基準金額の算定根拠を御説

明させていただきます。 

 上欄に平成２１年度から２３年度までの利用

状況及び使用料等の収入を記載しているところ

です。 
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 下欄に基準金額の算出表を記載しておりま

す。段の上のほう、人件費２４２万８０００

円、管理運営費２４３万８０００円は平成２１

年度から２３年度までの３年間の実績平均額と

なっております。使用料等収入１９９万８００

０円も同様に実績の平均額を記載しておりま

す。１番の①の支出合計４８６万６０００円か

ら②の収入計１９９万８０００円を差し引いた

２８６万８０００円を基準金額として算出して

いるところでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。ただいまの５ペ

ージのところの、利用状況と使用料収入のとこ

ろでですね、事業仕分けで閉館が決まった平成

２２年に、市民事業仕分けで閉館が決まった途

端に、この利用状況を見ますとね、利用件数で

２２年から２３年、４５５件ふえておるわけで

すね。そして、利用者数も倍近い人数になって

ます。これは何か、２２年度と２３年度でこん

なに変わった要因とすれば何かありますでしょ

うか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。２３年

度につきましては、国の基金訓練、仕事を探し

ていらっしゃる方々にハローワークのほうから

補助が出て開かれる講座にですね、求職者の方

が受講されるという、そういった基金訓練が始

まりまして、その利用によって数が約２倍ほど

にふえたものでございます。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員、ど

うぞ。 

○委員（太田広則君） はい。人数がふえた、

利用件数がふえたというのはわかるんですが、

使用料のほうが逆にね、ふえてないというの

は、やはり会場費が広いところを利用されたと

いうふうに捉えていいんですか。この利用件数

の伸びからして、使用料がね、そんなに伸びて

ないもんですから、その理由は何でしょうか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。使用料

につきましては、もともと部屋を借りる料金が

安いということもありますけども、借りられた

部屋自体がいっぱい埋まるような形で基金訓練

が行われているものですから、人数は確かにふ

えますけども、金額についてはそれなりの増加

になっているところでございます。 

○委員（太田広則君） それからもう１点です

ね、救急救命研修の実施ということで、年に１

回、これは今まで……。新たな提案ということ

ですかね。というふうに捉えてよかっですね。

書いてあっですかね。そういう意味ですかね。

今までやったことないんですね、救急救命研修

も、実施というのは。この勤労福祉会館では。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。勤労福

祉会館におきましては、救急救命研修につきま

しては、今までは行われてこなかったところで

ございます。 

○委員（太田広則君） よかですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） もう１点聞いときま

す。ここは耐震はどうでしたっけ。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 
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○商工振興課長（宮田 径君） はい。耐震に

つきましては検査をいたしておりません。と言

いますのが、耐震の検査をするのにまた数百万

のお金がかかるもんですから、それにつきまし

ては、耐震の診断を実施してないところでござ

います。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか、関連

で、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員どう

ぞ。 

○委員（山本幸廣君） 宮村次長、（商工観光

部次長宮村明彦君「はい」と呼ぶ）あなたの説

明の中でね、利用件数と利用者数と収入がふえ

たからというような理由を言われたですよね。

事業仕分けで廃止を決定されたときに、担当部

はどこまで、はっきり言ってから、はい、よろ

しいですよと、こういう見通しはなかったんで

しょうか。そういう主張はされましたか。 

 それと、廃止になったのに、なぜまた指定管

理に１年と変えていくという。これだけの理由

やったら、どんな施設だって１年間の実績を見

て、じゃあ、廃止してから、じゃあ、継続して

いこうという形になるのは、今からいっぱい出

てくるんじゃないですか。目標は、何のために

目標は立てたのかですね、事業仕分けの方々

も。 

 この前なんか、いろんな一般質問された方、

議員がおられたんですけれども、事業仕分けの

方々が面目ないとかですね、俺たちは意見とい

うのはこういうこと主張したんだけどもという

ようなですね、いろんなこう、不平、不満とか

出ているような気がしてならないんですけど

も。担当部として、事業仕分けの方々と議論す

る中でですね、先ほどから何回も言いますけど

も、廃止、これは私は重んじなければいけない

と思うんですよね。で、それならばどういうよ

うな廃止の仕方するかというのは、私は、必ず

事業者の方々には、その説明をされたと思うん

ですが、その当時はどう説明されたんですか。

廃止の決定のときには。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。まず

市民事業仕分けにおきまして、勤労福祉会館の

ほかに、勤労青少年ホーム、働く婦人の家は同

類のといいますか、会館がありますけれども、

担当課とすれば仕組みを説明させていただいた

んですが、今山本委員さんがおっしゃっており

ますが、平成２２年度の事業仕分けにおきまし

ての数字におきまして説明させていただいてま

すので、２２年度実施ですので、それ以前の実

施、数字をもとに説明させていただいておりま

す。この勤労福祉会館におきまして、その当時

は、８３０９人の利用者なんですけども、それ

よりももっと少なかったと、で、有効に活用さ

れていなかったというようなことを御指摘をさ

れているところです。例えば、働く婦人の家と

か勤労青少年ホームと、何というんですかね、

連携を持って活用されるようにという御意見が

あったかというふうに思います。 

 それで、我々としましては、特に老朽化が進

んでおります勤労青少年ホームにつきましては

昨年度末で閉館をさせていただいております。

勤労福祉会館は、重ねて申し上げますが、事業

仕分けを重く受けとめております。で、閉館と

いうふうなことで市の決定をさせていただいて

おりますけれども、ごらんのとおりといいます

か、説明させていただいたとおり、非常に利用

者数が多いと。で、並びに、先ほど説明はして

おりませんが、働く婦人の家の会館が狭隘なた

め、部屋数が足りないとか部屋の広さが足りな

いとかいうことで、勤労青少年ホームの講座が

必ずしも働く婦人の家では実施できないと、

で、勤労福祉会館を使わないと、今のところ実

施できないということでございますので、事業
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仕分けの市の決定は重きを置きながらも、あと

１年様子見させていただけないかなというとこ

ろの提案でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） よくわかります。わか

る中でですね、やっぱり一体化をつくっていか

ないけないと思うんですよね。働く婦人と勤労

と青少年含めて、やはりそういう会館というの

は必要なんですよ。必要なんですけども、こう

いう指定管理された中で、事業仕分けの方々が

廃止をされた。じゃあ、数字が出たから、じゃ

あ、継続しますよと。じゃあ、１年後にはがた

っと減りましたよとなったときに、どこに責任

を追及したらいいのかということになるわけで

すよね。 

 だからやっぱり長期的にするならば、指定管

理を何で１年契約にしたのかなと、そこが不思

議でたまらないんですよ。廃止されとっとにで

すね、継続して１年と。じゃあ、２年か３年で

すよ、きちっとしたやっぱしですね、勤労福祉

会館の健全な経営できるようにですね、そして

また利用者の方々が数多くなるように。これは

プラスになることですよね。ところが廃止にな

って、継続１年、指定管理１年と、これは大変

何か矛盾があるような気がしてならないんです

けども、そこらあたりはどうですか。なぜ１年

って決めたのか。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。山本

委員さんがおっしゃいますように、２年とか３

年とかいう意見もなくはなかったんですけれど

も、基本的に、済みません、繰り返し申し上げ

ておりますが、廃止というふうに市は決定して

おりますので、もうしばらくと。もうしばらく

が２年なのか３年なのかという話はあるかもわ

かりませんが、我々では１年ということで、１

年の御提案をさせていただいているところでご

ざいます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 事業者の方々には、こ

れはもう即１年というのは報告されたんですよ

ね。御理解されましたか。挙手をしてから答え

てください。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） 一つ確認させ

て――。どちらに対しての報告、仕分けの方と

いうことですか。 

○委員（山本幸廣君） 仕分けの方、委員長か

誰かメンバー、委員長でもされたのかというこ

とですよ。 

○商工振興課長（宮田 径君） 事業仕分けの

委員の方には、特に報告はしていないところで

ございます。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 部長、次長、今聞かれ

て、説明を部下から聞かれたんですけれども、

それでよろしいと思いますか。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） 平成２２年の

事業仕分けの中で、先ほど次長が申しましたよ

うに、勤労青少年ホームとこの当該勤労福祉会

館については利用度が少ない、また時代の趨勢

になじんでいないというようなことから、廃止

という御指摘をいただきました。そこで、執行

部といたしましての協議の中で、勤労福祉会館

については、御案内かと思いますが、一労働組

合の事務所としても利用されている現状がござ

います。このようなことも含めた中で、執行部

といたしましては、即廃止という指摘を受けま
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したものの対応をする必要がございますので、

状況を見ながら、いわゆる説得、理解をいただ

きながら対応していこうということで、廃止に

向けての動きを進めてきたところでございま

す。 

 そのような中で、２３年度から国の施策とし

て、未就労者の就職支援事業ということで会場

を勤労福祉会館を利用するようなこと、いわゆ

る新たにわき出てきたものがございましたもん

ですから、この状況を見ていく中で、じゃあ、

１年間はまた延ばそうということです。今回は

さらにこの事業自体が続きますもんですから、

また１年間、これがいつ終わるかどうかという

のがちょっと時代の趨勢といいますか、政権を

含めたところで、見えない部分がございますも

んですから、１年の対応と。 

 さらにはですね、つけ加えさせていただきま

すならば、御案内と思いますが、働く婦人の家

並びにサンライフというのがございます。もう

一つ高年齢者の支援活動、このあたりも似たり

寄ったりの業務がといいますか、やってますの

で、統配合も含めたところで進めていかないか

ぬということで、我々はちょっと動きをとって

いるところでございますが、そのあたりを見据

えながらということでいくためにですね、これ

を、山本委員さんが言われますように、２年、

３年という契約の仕方も当然検討はいたしまし

たものの、そういう背景がございますもんです

から、１年ということで見させていただくとい

うことが結果としております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） よくわかります、部

長。私が言っている趣旨というのはですね、廃

止から指定管理者の選定、業者選定するまでの

ですね、委員のメンバーも含めて、やっぱし日

にちも何日もかけてですね、業者の選定をです

ね、するわけですよね。その中でやっぱし事業

仕分けのメンバーの方々というのは大変ですよ

ね。私もやっぱ何回か行きましたけども、やっ

ぱりそこにはほとんど課長以下。次長、部長は

出席しないですよね。いろんな部長は把握しと

るから行けないと思うんですけども、私は事業

仕分けについてはある程度重んじらないかぬと

思うんですよ。それだから、だからこそ私も今

ちょっと聞いたんですけども、事業仕分けの委

員長なり、メンバーじゃなくて、委員長あたり

にはですね、こういうことで指定管理１年とい

う一つの方向で今、進んでおりますがという御

理解をいただくことも大事だと思う。そういう

ことをですね、しながらやはり一体化をした働

く若者、青年からですね、勤労者の方々のです

ね、施設をきちっとしたですね、どこにもない

ような、やっぱり八代市でですね、つくるよう

な、そういう計画もですね、私はこれから必要

じゃないかと思うんですね。もうほとんど老朽

化してますよ。太田委員が言われたように、耐

震の問題も全部ひっかかって、耐震ひっかかっ

てるから、青少年も全部ですよ、閉館ですよ。

なぜそこまでやってきたのかということなんで

すよね。 

 担当部としては大変苦労されると思うんです

が、ここらあたりについても、指定管理につい

て、弘済会がこういうこと、御提案あっとるわ

けですけども、弘済会に何もありません。ただ

１年でいいのかというのと、やっぱり仕分けさ

れた方々に対してですね、そこらあたりをやっ

ぱりきちっとしたやっぱし道筋は通して、そし

て、どうしてもこういうことで利用者も多くな

った、収入も上がったんですよと、耐震がはっ

きり言ってこれぐらいなんですけれども、１年

か２年ぐらいはひとつお願いしたいと、こうい

うふうに計画が立てておりますということでで

すね、お願いし、また守屋君のところも一緒で

すよ。あそこも大変どたばたで、もう電話なん

か大変だったですよと彼も言った経緯があるん
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ですけども。そういう状況ってあるわけですか

ら、きちっとしたやっぱし施設をですね、中期

的な展望の中で私は考えてほしいなという中で

今回提案されたもんですから、もうお聞きをし

たということですから、そこは御理解してくだ

さい。はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかに。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。この委員会の委

員さんの主な意見ということを見ますと、ほと

んどが賛成のような意見だけありますので、事

業仕分けでも廃止というこということになれ

ば、その辺の捉え方は委員さんとしては、ほか

には御意見はなかったんですか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。勤労福

祉会館が２２年の事業仕分けで廃止という結論

が出たことは、お伝えはいたしておりますけれ

ども、特にそれに対しての、今回の選定委員さ

んからのですね、御意見というのはございませ

んでした。利用される方も入っておられたもん

ですから、どちらかというと、前向きな意見と

いいますか、活用する方向での意見というのが

多かったかと思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） この前もちょっとどな

たかの一般質問の中で、農業問題で橋口部長が

ちょっと答弁されておりましたが、どれかも農

業の何とかが、ちょっと事業仕分けで廃止の方

向だったのが、また復活しているようでありま

すが、それも含めてでございますけれども、何

のための事業仕分けなのかなと、政策的にパフ

ォーマンスなのかなという考えがしますが、こ

の辺のところはしっかり事業仕分けのですね、

意見というのを少し尊重されるように希望して

おきます。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員、ど

うぞ。 

○委員（田中 茂君） はい。関連してなんで

すが、確かに事業仕分けの問題は出されてです

ね、大部分はもちろん市の行革本部ですか、き

ちんと尊重されていると思うんですが、ことし

の分の新商品開発ですね、これについては、確

かに不要、廃止というようなのが出ておりまし

たけど、市の行革本部のほうでは要改善ちゅう

ことでですね、位置づけされたわけですが、今

件の勤労福祉会館につきましてはですね、確か

に２２年の場合は青少年センターと一緒にです

ね、廃止ということになったんですが、もちろ

ん意見は十分尊重しながらですね、市は市とし

ての考えもありますよというのは、また行革本

部の位置づけもあると思いますね。 

 そういうことからしてですね、今のところで

はそのときにどういう説明されたか、山本委員

が言われたようにどこでそういう説明されたか

わかりませんが、確かにことし選定委員のほう

で出されております利用者がふえてる、あるい

は働く婦人の家との連携といいますか、それ自

体でなかなか向こうでもできない、あるいは代

陽公民館自体も位置づけされて、非常に利用は

されておりますけども、代陽公民館だけでも使

用できないとかですね、そういうことがあって

勤労福祉会館もふえているというようなことだ

と思います。 

 それと、勤労福祉会館というのは、私も詳し

くはわかりませんけれども、市が単独でつくっ

たということじゃなくて、当時の勤労者とか、

そういう方々の、何といいますか、資金という

のか、そこいらもですね、結構ありますよう

で、なかなか市独自で決定的にどうこうという

のはできづらいというようなのもあるようでご

ざいますし、やっぱり今後は、もちろん耐震の
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問題がどれだけかかるかわかりませんけど、や

っぱりここにも出ておりますように、働く婦人

の家の別館のような形でですね、位置づけをさ

れていきながら、さらに利用度が上がるように

ですね、努力をされるのはどうかと思うんです

が、そこいら、次長あたりいかがでございます

か。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。申さ

れますように、いろんな課題はあるにせよ、１

年間指定管理をお願いすることでございますの

で、一生懸命ＰＲさせていただいて利用度がさ

らに伸びますようにしてまいりたいと思いま

す。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） いいですかね。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと関連よろしい

ですか。宮原次長、当時を思い出してみましょ

うか。私も我々議員は充て職があったんです

よ。で、勤労者の賃金を私やりましたよね。青

少年もやりましたよね。１年に１回か２回、総

会かねての審議会があったわけですけども、今

ほとんど議員は充て職ありません。議長が幾つ

か充て職持っておりますけども。 

 そういう中で、私が一番経験なのは、業務委

託を部分的にやった経緯があります。守衛さん

とかね。経営は全部市がやってですよ。そうい

う中でいろいろと、はっきり言って、人件費を

抑制をずっとしてきて、最終的にはこうやって

指定管理にもなってきたやないですか。 

 そういう中で私は、やっぱしこれから考えて

ほしいと思うのは、行革本部、今、田中委員か

ら出ましたね、あの事業仕分け、行革本部がで

すね、本当に真剣に自分の部下からですね、い

ろんな吸収をして、事業計画見直しなり、予算

の編成のときでも、やはり要求し、査定をし、

編成する中でですね、私はやっぱし担当部はで

すね、人件費をどれだけ抑制するのか、施設管

理はどういうふうにしてから抑制していくの

か、統廃合していくのか。小中学教育委員会も

一緒ですよ。そういうことを総合的に考えれば

ですね、私は行革ですんならば事業仕分けなん

か要らないんですよ。要らないですよ。そうい

うことになるでしょう。自分の部下を信頼しと

けばですね、行革でしっかりしてですね。信用

がないから事業仕分けの方々に審査してもらい

ましょうっていうことでしょう。 

 審査をした結果はやっぱし要改善なり改善な

り、そしてまた廃止なり、いろいろと出てくる

じゃなかですか。誰がその資料をつくったんで

すか。担当部がつくって、そして事業者の方々

にこういうことやってほしいですよって、今回

の業者選定も一緒でしょう。こういう点数をつ

けてやるじゃないですか。そういうことをです

ね、やっぱしこういうふうな指定管理の中で、

いろんな指定管理が出てきますよ。そういう中

でやはり１年、２年、３年、それとも指定管理

もうやめようと、廃止にしようという中でです

ね、私はもう少しこう、筋を通した中で、しっ

かりした首長が、落下傘のようにきちっと形を

つくっていかなければですね、よその人に任せ

ればいいという問題じゃないと思いますよね。 

 これだけのやっぱり優秀な職員がおるわけで

しょう。それを真剣にやっぱり優秀な職員にこ

ういう提案をさせると。やっぱり企画、立案、

提案というのも私は職員がやりますよ、今。我

々みたいに高校のぺーぺーからですね、ところ

から出てきた職員ばかりじゃありませんよ。立

派な職員ばかりですよ。やらせるということが

一番大事じゃないですか。いろんな要望を吸収

する。そこで私は、行革でしっかり判断をして

いただければ。行革本部で判断したらいいんで

すよ。それを、議会に必ず提案していただくと
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いう形をとって、事業仕分けは今のこのような

状況やったら要らないんじゃないですか。私は

そう思います。御無礼、失礼ですもん。彼たち

にですね。そういうふうに思います。 

 何か、宮村次長、私の御意見に。 

○委員長（百田 隆君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 市のほうで

は、市民の方々に事業仕分けをお願いしている

立場上、必要であるというしかないのかなとい

うふうに思います。ですので、我々とすれば自

分たちみずからがきちっと行革をすると。で、

なお、さらに、市民の方の市民目線といいます

か、そういうようなところからの御指摘をいた

だいて、無駄をはいで、必要なものに予算措置

をしていくというふうなことをしていくべきな

のかなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ならば、何も点数なん

かつける必要ないんですよ。要改善なんか、改

善なんかする必要ないんですよ。ということで

要望しときますから。はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 確認ですが、１年間だ

けの、おおむねですね、将来的なことも要因が

あると思いますが、一応今回は１年間の指定管

理者ということで、まず理解をしていいですか

ね。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい、その

ように御理解いただけたらと思います。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（古嶋津義君） それなら賛成をさせて

いただきますが、ただ先ほどから出ております

事業仕分けですね、この意見があんまり多く取

り入れないようであれば、この事業仕分けにま

た事業仕分けせぬばぬとうだろうかなという思

いがいたします。もう少しですね、民間の意見

というのは大きな耳を傾けてほしいなと思っと

ります。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２３号・八代市勤労福祉会館に係る

指定管理者の指定については可決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は可決されました。 

                              

◎議案第１２４号・指定管理者の指定について

（八代市がらっぱ広場） 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第１２４

号・八代市がらっぱ広場に係る指定管理者の指

定についてを議題とし、説明を求めます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。議案

第１２４号・八代市がらっぱ広場の説明に入り

ます。 

 議案書の８ページをお開きください。 

 公の施設の名称は八代市がらっぱ広場で、指

定管理者となる団体の名称は、まちなか活性化
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協議会です。団体の所在は、八代市本町２丁目

３番２２号です。所在地の記載に過誤がありま

して申しわけありませんでした。指定期間は平

成２５年４月１日から平成２８年３月３１日の

３年間となっております。 

 指定管理者の候補者の選定結果につきまして

は、別紙資料をごらんいただきたいと思いま

す。 

 ３番の提案価格、年１３万３０００円の３年

間は基準金額と同額となっております。４番目

の指定管理者候補者の概要は記載のとおりでご

ざいます。 

 恐れ入ります。次ページごらんください。５

ですが、会員はごらんのとおり、４商店街振興

組合となっております。 

 ８の選定結果につきましては、３ページの選

定集計表をごらんください。４項目にわたりま

して２００点満点で審査が行われた結果、合計

点１５３.１点となり、候補者選定の基準であ

ります１００分の６以上を満たしております。 

 次のページをお開きください。指定管理者候

補者からの主な提案内容といたしましては、予

約状況の公開による利便性、透明性の高い運

用、メディアに取り上げやすい話題づくり、利

用しやすい環境整備、たまりんばとの連携など

の提案がなされているところです。 

 選定委員からの主な意見といたしましては、

地域密着の取り組みはいいことだ、町内の頑張

りに期待しているなどが出されているところで

ございます。 

 次のページ、５ページごらんください。上欄

は、平成２０年度から２３年度までの利用状況

と使用料収入を記載しております。 

 下の欄の基準金額の算定表をごらんいただき

たいと思います。収入欄の使用は、平成２２年

度と２３年度の２年間の実績の平均額です。支

出欄の電気代から広場管理費用までも、同様に

２年間の実績平均額となっております。２の支

出の計、１７万２０００円から１の収入の計、

３万９０００円を差し引いた１３万３０００円

を基準金額として算出しております。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） はい。以上の部分に

ついて質疑を行います。何かありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） ５ページのですね、

指定管理者制度導入のところの２２年度と２３

年度、利用日数が減少しているのに伴って利用

件数あたりも減ってるんですけども、このあた

りは何でですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 一番大きい

原因といたしまして、２２年度にですね、城下

町やつしろのお雛祭りを２月の１９日からです

ね、３月１９日ほど行ったんですが、それが開

催日数が少なくなったというのが一番大きな要

因かなというふうに思います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、いいですか。 

○委員（山本幸廣君） 関連でよろしいです

か、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員、ど

うぞ。 

○委員（山本幸廣君） 今、幸村委員が質問さ

れた、その制度の導入の中の２３年度、私もこ

のがらっぱが一番気がかりでな。なぜ──これ

は部長、次長よう聞いとってよ。私もよく、は

っきり言って、中心市街地の活性化に夜は飲み

に行きますよ。商店街に買い物に行きます。と

ころが、あそこはいつも閉まっとっですね。だ

から今回、指定管理にお任せする中でも、いろ

んな箇条書きにずっと書いてあるですね、その
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貸し出しの事業なんて、自主事業、この自主事

業っていうのは当たり前のことなんです、指定

管理ですからね。あと貸し出しの事業をね、や

っぱし毎月１２カ月、月にやっぱり１回か２回

は何かの行事をですね。これはもしも私が賛成

したらそれ言ってくださいよ。もうそれができ

なきゃ賛成しませんよ。それだけですね、あそ

こは物すごい価値観のある場所なんですよ。そ

らもう、婦人会でも青年部でも何でもですね、

老人会でもですね、若者が、大学でも、いろん

な自主事業やっておられる中でですね、単発で

ですね、余り利用が少ないでしょうが。それで

日ごろはもう閉まってしもうとる。 

 それはあの近所の中心市街の方々も言わすと

ですよ、あそこは何かつくってくれんかなっ

て、山本議員て。一番言わすのが、映画館つく

って、その前のフロアに若者が遊べるやっぱし

何かつくっていただきたいというのが一番強い

ですよ。ところが、それはやっぱり施設費が要

りますからね、なかなか難しいと思うんですけ

ども。やっぱりそこに集まる、若者が集まるや

っぱり何かのことやらなきゃ、施設つくらなけ

ればですね、あれは全部青空天井ですからね。

そら、雨の降ったり梅雨時期なんかでも到底何

もできないですよ。だからやっぱり活用という

のは指定管理に任せる以上は何かの形をです

ね、青天井じゃなくしてですね、何かやっぱり

こう考えてほしいなというのがありますね。 

 というのは、私さっき言ったようにですね、

今回３年間じゃないですか、今度は。逆に３年

間でしょう。今のままやって、これを３年間し

たら大変ですよ、その方は。大変だと思います

よ。それは工夫してもらわなまたいろいろと言

われるし。それは今のままの、今幸村委員が言

われたように、どんどんどんどん減っていく状

況の中でですね、市民から苦情が出ますよ、今

のような状況やったら。今もう現に出てますけ

どね。 

 だから、３年間された、その目的の中で、ど

ういう一つの自主事業、さらにはいろんなとこ

ろに貸し付けるという、具体的にですよ、示し

てください。安心しないですよ、本当、心配

で。またあのようなところを閉めたまんま。も

う中心商店街の方々に聞いてください。びっく

りしますよ。 

 そこらあたり何か御意見ありませんか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。９月

議会で指定管理者の公募といいますか、非公募

での進め方について御説明させていただいたと

きも、たしか山本委員さんのほうから、そのよ

うなお話があったかと、御指摘があったかなと

いうふうに思っております。で、やっぱりそれ

じゃやっぱりよろしくないと。言われて動いて

申しわけないんですが。商店街の方々と御相談

させていただきまして、前よりは大分あいてい

るんじゃないかなというふうに思っているとこ

ろでございます。が一つ。 

 それから、一つは、商店街に来られた方々

が、極端な言い方になるかもわかりませんが、

お母さん方は買い物をされて、お父さんと子供

さんはあそこで憩っていただく、遊んでいただ

くというのが一つの目的としてございます。

で、なおかつ可能であれば、毎週土日は何かア

ーケード街でイベントしてるねと、何か晴れの

イベントをやっているねというほうが理想でご

ざいますけども、２４年度は手元に資料があり

ませんが、２３年度を見ると、月１回以上はな

さっていますが、毎週とかいうことにはなって

おりません。ただ今回、来年度４月１日からが

らっぱ広場をまちなか協議会、先ほど説明させ

ていただいておりますが、４つの商店街、振興

組合からなる活性化協議会が指定管理者を受け

ていただくことになりましたので、自分たちの
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ために活性化の策を打っていかれるというふう

にお願いをしたいし、また市としても連携して

進めていきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 私があえて言えばです

ね、あそこはトイレがないでしょう。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 行きましたか。一番ト

イレしやすい区間なんですよ、あそこは。それ

が閉まっとる。あそこはあけたいぐらいやった

ですね、あのあたりで。やっぱりそういう状況

でですね、開放、指定管理に管理任せるわけで

すから、オープンでいいじゃないですか、あそ

こは。何で閉めるんですか。オープンにして、

そしてそこらあたりを要請してですね、管理

を。管理するわけですけんでから。ですね。そ

こらあたりはひとつ御検討していただきたいと

思います。はい。 

○委員長（百田 隆君） ほかに。 

○委員（幸村香代子君） 関連で。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） あれ、何であけとけ

ないんですかね。私もずっと思うんです、何で

あけとけないのかなと。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） あけとけま

すと風雨がアーケードに入ってくると。する

と、ひいては商品が傷むというような御意見を

いただいておりますので、（幸村香代子君「屋

根がないけんですね」と呼ぶ）閉めておられる

ようです。はい。 

○委員（山本幸廣君） あれは今――よろしい

ですか、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 反論じゃないけど今、

はっきり言って虫が来ないようなですね、今、

何か、何かな、ＥＬＤやったかな。（｢虫来な

い」と呼ぶ者あり）今、電灯は何か、電灯は、

あの。（｢ＬＥＤ」と呼ぶ者あり）ＬＥＤの黄

色とか、今物すごく開発が進んでいるんです

よ。虫がその周辺に来たらですよ、虫が散って

いく。それは太田委員が一番詳しいですよ、そ

れについては。そういうのをですね、やっぱし

つけるとかたい、屋根を何かはっきり言って、

つけるとかですよ、やっぱり工夫をせんと、そ

らどんなに振興組合がされてもですよ、一緒だ

と思いますよ。それはやっぱりイベントは多く

なるかもしれんですよ、イベントは。ところが

我がで全部経営していかないかぬとやけんです

ね。そこらあたりも含めてですね、やっぱり検

討したほうがいいと思いますね。 

 あけるというのは、これはあけとかないか

ぬ。絶対あけとかないかぬ。もうあけんだった

ら、それは指定管理せんほうがよか。うちで管

理しとったほうがよかよ市で、あけっ放しでぐ

らいのやっぱり考えですね。行ってみてです

よ。はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。鍵はあいとるん

ですよね。（笑声、「あいとる、あいとる」と

呼ぶ者あり）２回使わせていただいて、非常に

金額的には安くてですね、利用しやすいんです

が、ただ一つ問題なのは、１日２１００円とい

う借り方、これは非常に問題があると思うんで

す。実は何でかというと、かぶってしまったら

借りれないんですよね。こういうかぶったこと

っていうことはないですか、逆に。借りて、１

日借りてるから、本当は午後から借りたいんだ

けども、午前中だけでも借りたいんだけどもっ

ていう人がいるのに、なぜ１日２１００円。こ
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こがまず借りる側の立場になって考えたことな

いんじゃないかなという気がしてならないんで

すけど、その辺どうでしょう。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。１日２

１００円ということで話がありましたけども、

今まで受け付けをされていた管理者の方からは

ですね、行事が重なってちょっと不都合だった

というお話は聞いておりません。利用につきま

して、先ほど回数とかお出ししておりますが、

逆に利用が少ないということの裏返しなのかも

しれませんけども、今御指摘がございましたの

で、また午前、午後とかですね、あるいは時間

での設定あたりも検討していかなければならな

いかなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で、質疑を終了

します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 先輩から。 

○委員長（百田 隆君） じゃあ山本委員から

どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） はい。強い意見です。

トイレをつくってください。もうそれだけで

す。宮村次長、トイレ、お願いしときます。 

○委員長（百田 隆君） はい。次、太田委

員。 

○委員（太田広則君） 強い意見です。時間分

けして利用できるようにしてください。絶対午

前中だけですね、自分の何か演奏の場を開きた

いとか、午後からとか、夜からとか、何かいろ

んなですね、ニーズがあると思うんです。です

から、そういうところにしっかり対応して、金

額はですね、１日２１００円、これは本当に安

いですよ。だけど、誰かが予約してしまった

ら、もう全然借りれないという状況があるとい

うことを早く認識していただいて、この指定管

理の方々にお願いしときたいなというふうに思

います。 

○委員長（百田 隆君） ただいま、二人の委

員から要望、意見ありましたけれども、ぜひそ

れが守られるように、ひとつ検討してくださ

い。お願いします。 

 ほかに意見ありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２４号・八代市がらっぱ広場に係る

指定管理者の指定については可決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

                              

◎議案第１２５号・指定管理者の指定について

（八代市松中信彦スポーツミュージアム） 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第１２５

号・八代市松中信彦スポーツミュージアムに係

る指定管理者の指定についてを議題とし、説明

を求めます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。議案

第１２５号・八代市松中信彦スポーツミュージ

アムにについて説明させていただきます。 

 議案書の９ページをお開きください。公の施

設名称は八代市松中信彦スポーツミュージアム

で、指定管理者となる団体の名称は、九州綜合

サービス株式会社です。団体の所在は記載のと
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おりです。指定期間は平成２５年４月１日から

平成２６年３月３１日の１年間となっておりま

す。 

 指定管理者候補者の選定結果につきまして

は、別紙の資料をごらんいただきたいと思いま

す。 

 ３番目の提案価格は、市の基準金額と同額と

なっております。４番目、指定管理者候補者の

概要は記載のとおりでございます。 

 ８ページをごらんください。８の選定結果に

つきましては、３ページをごらんください。５

項目にわたり２００点満点で審査が行われてお

ります。その結果、合計点１６９.７点となり

まして、候補者の選定の基準であります１００

分の６０以上を満たしておるところです。 

 次ページごらんください。指定管理者候補者

からの主な提案内容といたしましては、スポー

ツ振興を通じた青少年の健全育成に関する小学

生低学年向けのスポーツ教室の実施、ソフトバ

ンクホークス関連のイベントの開催、八代出身

のスポーツアスリート展の実施などの提案、市

内旅館組合及び日奈久温泉旅館組合と連携した

宿泊者半額サービスの実施、指定管理者が受託

運営する施設や県内３００を超える事業取引先

及び１０００名の社員ネットワークを活用した

広報活動の実施、同敷地内のよかとこ物産館と

の一体的管理運営による流動的な職員の配置な

どが提案されております。 

 また、選定委員会の委員からの主な意見とい

たしましては、市民に親しまれる施設づくり、

地域密着の取り組みについての計画があり、財

務状況は健全、地元出身アスリート展の開催な

どで改善が見られるなどが出されているところ

です。 

 次ページごらんください。上欄が平成２２年

度から２４年度見込みの利用状況及び入館料等

を記載しております。 

 下の欄の基準金額の算出表をごらんいただき

たいと思いますが、人件費３０８万１０００

円、管理運営費２２５万１０００円は、平成２

２年度から平成２４年度見込みの３年間の平均

額としております。収入７３万２０００円も同

様に平均額です。１の支出計５３３万２０００

円から２の収入計７３万２０００円を差し引い

た４６０万円を基準金額として算出していると

ころです。 

 次ページごらんください。上欄の表は、施設

の利用状況を記載しております。平成２０年度

開館から２３年度までの４年間の有料入館者

数、無料入館者数の推移を記載しております。

有料入館者は平成２１年度９６２８人をピーク

に減少傾向にあります。２３年度は２５０１人

となっております。 

 中ほどの表、収入状況は、４年間の収入総額

及び支出総額を記載しております。２１年度２

８１万円の収入がありましたが、年々減少して

おるところです。２２年度と２３年度の収入総

額の括弧の中の数字は、市からの委託料を含ん

でいるものでございます。なお、２年間の委託

量は下段の表中に記載しておりますように、平

成２２年度が３９７万、２３年度が４２０万円

となっているところです。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。この入館の利用

者ですけど、年代的には大体何世代が、何代が

多いんでしょうか。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。利用実
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績を見ますと、有料の入館者数、無料の入館者

数を含めまして、一般のやっぱりお客さんのほ

うが多うございます。その次、小学生の入館が

その次多いですね。はい。それと、あと中学

生、高校生というような形で、ちょっと一般の

ほうの年代別まで、ちょっと調べておりませ

ん。という形でなっております。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 前川副委員長。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、この

有料と無料がですね、逆転はしてますけど、無

料が多くなったと。要するに無料の範囲を何か

こう広げたんですか。どんなふうな。どうして

こういうふうになったのか。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。いろい

ろイベントとか、特別展とか、１周年記念とか

２周年記念、そういう形で無料開放をやってお

る関係で、無料化するときは無料の入館者数が

多うございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） そうすると、そういう

ふうに無料の入館をイベントふやしてやってき

たということ、要するに入館数を、利用者数を

ふやすためということですかね。それがまた有

料入館に再度つながるためという、そういった

意味合いが、考え方があるんでしょうか。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。確かに

無料で来ていただきまして、見ていただいて、

またそこで感動していただきまして、次のお客

様を連れてきていただくとか、次は有料のとき

に来るとか、そういう形での無料開放というの

は、そういう波及効果があるのかなというふう

に考えています。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい、いいです。 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、ほかに。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 説明があった中で、指

定の管理者の候補者の選定委員会の集計表を見

させていただきました。先ほど説明があったよ

うにですね。審査の項目から配点から、今回の

委託については、九州綜合サービス株式会社。

これは冒頭一般質問等で市長が九州綜合サービ

ス株式会社の、会社の運営状況から、そしてま

た経営状況等々については本会議で説明されま

したので、大体御理解しておきます。 

 その中で、今回、審査委員長を初め委員の方

々がですね、今度は審査項目の中で８０点のと

ころを見てください。事業計画書の内容が、施

設の項目を最大限に発揮させるものであるかと

いうことで、サービスの向上のための具体的な

計画等々については８０点なされております

ね。その下の下が４０点ですね。ここらあたり

について、いろいろとその配点が少なかったと

いう状況でありますので、このあたりについて

はですね、強く九州綜合には御指摘をしなが

ら、最終的には総合採点がですね、２００点の

うちに１６９.７ということであります。私は

これについて、もし１５０点、１４０点だった

らですね、大変なことになると思ったんですけ

ども、１６９.７ということで、さっきのがら

っぱ広場は１５３点何だったでしょう。という

ことであればですね、私は指定管理、これは妥
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当じゃないかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、ほかにあり

ますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） この指定管理１年と

いうのは、よかとこ物産館の指定期間と合わせ

てあるんですか。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。よかと

こ物産館のほうは、あと２年ございます。２５

年、２６年です。で、松中スポーツミュージア

ムのほうは１年間ちゅうことで、２５年の１年

です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で、質疑を終了

します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） この事件議案３つにつ

いて総括して言えることなんですが、実は２４

年度の見込みがね、この松中信彦スポーツミュ

ージアムにだけ出てるんですよ。で、私たちず

っとさっきから利用人数をね、この勤労福祉会

館、がらっぱ広場、気にして、数が落ちてるん

じゃないか、ふえてるんじゃないかって気にし

てるんですが、いきなりここに平成２４年度見

込みがある。これが普通なんですね。 

 ですから、がらっぱ広場の部分と、勤労福祉

会館の部分、今年度はどうなってるんだろう

か、減ってるけどどうなってるんだろうかちゅ

うのが、当然各委員気にしてるとこで、私聞こ

うと思ったんですが、聞いてもわからぬだろな

と思ってですね、聞かなかったんですが、やは

りここでせっかく２４年度の見込み出してるん

であれば、３つを同じように今年度の状況とい

うのは、途中でいいですから、今どうなってる

のかという。それで指定管理者に任せていいの

かどうかという判断材料にもなりますので、こ

ういったここだけ２４年度見込み出てきても、

あとんとが出てない。条件をそういうのはしっ

かりそろえるような資料をですね、つくってい

ただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 類似の施設をたくさん

私も見させていただきました。佐世保の施設あ

るいは北海道の施設、選手がですね、やっぱり

活躍しているときは割と入場者が多いですけ

ど、だんだん選手の力が落ちてきますと、入場

者数に類似してだんだん減っていく傾向にある

のが事実であります。 

 今回も九州綜合サービスでなければ指定管理

者はできないのかなと、そんな思いはいたして

おりますものの、将来的にですね、九州綜合サ

ービスがひょっとして指定管理者を御遠慮なさ

ったときのことも考えてですね、将来的なこと

も視野に入れて、少し検討していただきたいな

というふうに思っとります。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、田中委員、

どうぞ。 

○委員（田中 茂君） はい。確かにですね、

八代の場合はスポーツミュージアムということ

になっておりますけれども、こういう要するに

施設ですね、例えば京都のあれは嵐山だったで

すか、美空ひばりさんとかですね、小樽の石原

裕次郎さんとかですね、ほかにももちろんスポ

ーツの関係の方もありますけれども、なかなか
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こういう施設についてはですね、リニューアル

といいますか、なかなか難しい。旅館、ホテル

についてもですね、リピーターをふやすために

いろいろやられるのはあるんですが。それとこ

ういうスポーツミュージアムについては、１回

見たならよほど変わらぬば、なかなかもう次は

というのが多いと思うんですね。だから、非常

に厳しいのはあると思いますが、ことしはそれ

なりのまた努力をされるということでございま

すので、厳しさはありますが、そういうこと

で、１年間はですね、こういうことで私は賛成

をさせていただきたいと思います。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決します。 

 議案第１２５号・八代市松中信彦スポーツミ

ュージアムに係る指定管理者の指定について、

可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 小会といたします。 

（午後２時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１２分 本会） 

◎議案第１３１号・国民健康保険八代市立病院

条例の一部改正について 

○委員長（百田 隆君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第１３１号・国民健康保険八代市立病院

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

 はい、田中市立病院事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。こんにちは。（｢こんにちは」と

呼ぶ者あり）それでは、議案第１３１号・国民

健康保険八代市立病院条例の一部を改正する条

例につきまして御説明を申し上げます。 

 本来であれば事務長のほうが参りまして御説

明申し上げるべきところですけれども、午後き

ょう診療が入っておりまして、かわりに事務局

次長の田中のほうと事務局のほうで対応させて

いただきます。よろしくお願いします。座って

説明させていただきます。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） それでは、議案書の３５ページ、３６ペ

ージ、最後になりますけども、をお開きお願い

いたします。 

 現在、市立病院では、条例において診療時間

を月曜日から金曜日までの平日は午前９時から

午後５時まで、土曜日は午前９時から正午まで

といたしております。今回審議をお願いする条

例改正案は、新年度、平成２５年４月１日より

土曜日を休診したく、関係条文の改正をお願い

するものでございます。 

 土曜日を休診にする理由についてでございま

すけども、第１点目としましては、医師数の減

少でございます。御案内のとおり、今年度末を

もちまして、院長、副院長のお二人が定年退職

を迎えます。現在は常勤医５名で、内科、外科

の外来を行っておりますが、土曜日に勤務する

医師については、同一週内に指定休という形で

振りかえをとっていただいております。ところ

が今回、医師２名が退職しますと、常勤医３名

となってしまいます。３名の体制では、平日の

外来対応と入院患者の検査などでフルに対応し

なければならず、土曜日に勤務する場合の指定

休を平日、いわゆる振りかえを平日に取得する

と、２名体制となってしまいますので、体制が

非常に困難となってしまいます。 

 前回９月定例会においても御説明いたしまし

たとおり、現在、病院のホームページや民間の

医師紹介を通じての募集、医師同士の勧誘など

を行っておりますが、常勤医師の確保には至っ
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ておりません。今後の見通しも非常に厳しい状

況でございます。したがって、当分の間は、常

勤医師３名と非常勤医師による診療を行ってい

かなければならないことも想定されるため、今

回医師への負担軽減も考慮しまして、土曜日の

休診をお願いするところでございます。 

 ２点目としては、土曜日における外来患者数

の減少でございます。恐れ入りますが、別途配

付しております資料のほうをごらんください。

こちらのほうでございます。 

 平成２０年から外来患者数の推移を見ます

と、平成２０年度においての土曜日の平均患者

数は２７名でございましたが、年々減少を続

け、今年度は、１１月末現在ではございます

が、平均１６名となっております。昨年度、２

３年度の月別を見ましても、季節的な変動はあ

るものの、平日と比べますとかなり少ない状況

です。 

 また、資料の２枚目では、参考までに県内の

公立病院の土曜診療の状況をお知らせしており

ます。一般病院においては、天草地域などの比

較的民間病院の数が少ないところは、地域の基

幹病院となっているところとなっており、土曜

も診療いたしておりますが、そのほかはほぼ休

診となっている状況でございます。 

 なお、休診といたしましても、これまで同

様、急患等への対応は当直または日直医のほう

が勤務しておりますので、対応することとして

おります。 

 以上、簡単ではございますけども、改正内容

の説明とさせていただきます。よろしく御審議

のほどお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。理由として医

師数の減少、これを挙げられるとですね、なか

なかに仕方ないのかなと思わざるを得なくなる

のかなというふうな気がしてます。実は私、こ

れ、条例案、反対しようと思ってたんですよ。

何でかといったら、比べるあれはないですけ

ど、泉のですね、歯科診療所、ここは週１の開

診で、患者数としては平均１人なんですよね。

でも、それでもやっぱり特別会計の中でやっぱ

り必要だというところで、やっぱりずっとそこ

に残してきていると。それがやっぱり八代市の

医療のね、方向性だというふうに言うんであれ

ば、絶対にこれを、診療日数を減らすというこ

とはあり得ないというふうに考えたんです。

で、やっぱりこんなふうにね、やっぱり閉める

ということは、やっぱり絶対あり得ぬよねとい

うふうに思ってきたんですけれども、今回２名

が退職されることで常勤３名、またその非常勤

としても、やっぱり土曜日というのは難しいん

ですかね。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 非常勤の先生のほうも、今ちょっと何人

かお話をさせていただいておる中で、外来のほ

うはですね、非常勤の先生でも十分対応ができ

ると思うんです。（委員幸村香代子君「外来で

すね」と呼ぶ）病棟のほうの管理になります

と、やはり非常勤の先生ではちょっとやっぱ

り、いわゆる主治医との関連がありますので、

どうしてもその辺がちょっときついかなという

ところでございます。ので、外来だけであれば

もう全然大丈夫だとは思いますけども、やっぱ

り病棟のほうがありますので、先生を、土曜日

にやっぱり３名しかいない常勤の先生を土曜日

にまで出してしまうと、どうしても平日にお休

みをいただかなければならず、そのときの病棟

での管理というのが非常にきつくなってきます

ので、先生の、先ほど申し上げました負担を考

えるとというところで今回お願いするところで
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ございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。２５年はです

ね、当初から八代の二大病院ですね、総合病院

と労災病院が改築または増築オープンされると

いうことで、その受け皿としてですね、市立病

院がどうあるべきかということも今までいろい

ろですね、論議をされた中で、非常に残念なん

ですけども、土曜日の休診というのは残念です

が、今の２名退職されようとしている院長先生

並びに副院長先生についてですね、何とか１年

でもですね、御協力いただけないかと、どちら

か、お二人ならなおいいんですが。そこいらに

ついては、お話はどうなんでしょうか。されて

るかどうかですね。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。当然お話のほうはですね、させて

いただいております。ただまだ先生のほうから

もまだはっきりしたお返事のほうもいただいて

ない状況なんですけども、年内にはですね、そ

の辺もはっきりさせておかなければならないな

ということで、事務局レベルのほうで今ちょっ

とお話のほうはさせていただいておるところで

はございます。当然、先生たちもまた次のオフ

ァーとかもいろいろお話があっていらっしゃる

ようでございますのでですね、その辺のところ

も考慮しながら早目にちょっとお話をしたいと

いうことで考えております。 

○委員長（百田 隆君） はい、いいですか。

ほかにありますか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 資料の中でのこの状況

ですね、土曜診療の状況の中でも、ベッド数か

ら、病床数からずっとこう目を通してみたんで

すが、やむを得ないかなと思うんですけども、

やむを得ないまでにどれだけ努力したのかとい

うことをな、我々はここでやっぱり議論なり審

議をしなければですね、はい、いいですよとい

うことはなかなかですね、議会人として、これ

だけのやっぱり市民の財産をですね、抱えと

る、感じとる議員としてですね、一番やっぱり

議会に提案する前に、首長が本当に土曜診療は

もうやめるんだというぐらいの判断をですね、

きちっとされたその理由ですよね。それは今事

務局次長はその理由を言われたんですけども、

それは市民の方々というのは、我々もやっぱり

一医院のところ行きますよ、日ごろ。土曜日だ

いけんでからって、急患があればですね、外来

で、けがしたときですね。土曜までしてもろと

ったけんよかった、あたげ来てよかったとい

う、こういう感じをいつも聞くんです。私もそ

ういうことでちょこちょこあります。腹が痛か

ときゃですね、どがんしても胃のせくときは、

もう私は内科にすぐ、ある某、そこの近くです

けども、土曜日だってやっぱり３時ぐらいまで

していただくな、そこは。本当助かります。そ

ういう中で必ず病気なんかするのはですね、土

曜、日曜が一番多かっですよ。急患も土曜、日

曜ですもん。急患もですね。 

 そういう中で市立病院のこれからの一つ検討

委員会入っとるわけですけども、どうなるかわ

かりませんけども、やっぱり事務局次長、まず

はやっぱりいかに理解を求めて、この前も答弁

のとき説明されたように、パンフレットつくっ

て、やっぱり市民の方々によく理解していただ

いてですね。今回については土曜、我々今回本

会議で、これをもしも採択したならですね、そ

れはもうはっきり言って、市民の方々にはです

ね、あなた方の仕事ですから、私たちもします

けどもですね、やっぱり月曜日にその分、ばあ

って月曜日に外来に多くなったとかですね、そ

ういうその背景をつくらないかぬと思うんです
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ね。ただもう、よそがやめとりますからうちも

やめますけんでからと、理由は医師が少なくな

ったからと。そういうことじゃなくてから、本

当に市立病院というのを市民の方々が愛する市

立病院をですね、つくるためにはどうするかと

いうことを考えてほしいなという要望と、やむ

を得ないという、やむを得ないということで賛

成をするわけですからね、そこらあたりはひと

つ御理解していただきたいと思います。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 確認ですが、検討委員

会の中で、ちょっと資料を見せていただきまし

たが、廃止も視野にということがあったと思い

ます。その辺ちょっと確認させていただきま

す。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 田中市立病院事務局

次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 昨年１１月から約半年までかけて、外部

の委員さん方で構成しとります、あり方検討会

からの提言書の中でですね、平成２８年、いわ

ゆるあと３年間ですけども、までに病院の経営

が黒字転向をしない場合は、廃止を含めてを視

野に入れた形で、そういう形で、強い意思で病

院を進めていかなければならないというような

厳しい意見をいただいておるところでございま

す。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 実は、今議会の始まる

２６日に、全協の中でちょっと議長の報告とい

うことでさせていただきましたが、うちと同じ

ぐらいのベッド数の病院の研修をさせていただ

きましたが、そこの院長先生がやり手かどうか

知りませんが、医局のドクターもですね、やっ

ぱり自分の、何ちゅうですかね、出身、派閥の

大学からやっぱり引っ張ってくるとか、それと

事務局ですね、あれも、そこは旧役場だったで

すけん、町の職員ではなくてですね、外部から

医療のプロをちょっと要するに改善をしていっ

たと。そういうことがありますのでですね、ど

っちみち存続させるとすれば、あそこも建てか

えが必要になってくると思いますのでですね、

そうなればどうしても黒字出さぬといかぬとい

うことで、そこの前の総合病院の先生ともよく

お話をしてて、生き残る道はあるとですよとい

うお話は聞きます。そこの総合病院だって赤字

からあれだけなったということでノウハウもあ

りますのでですね、それぞれよく意見を聞いて

ですね、何とか存続できるものならですね、そ

の方向でひとつ将来的なことを考えていってい

ただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。今後ですね、

医師の確保っていうことについては、引き続き

努力をされていくんだと思います。その場合、

例えば常勤４名になったときには、土曜日診療

というものはもう１回再開をされるっていうこ

とでよろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） そうですね。そのときの状況次第だとは

思いますけどもですね、４名だからできる、３

名だからできないという面は多分にはあるとは

思いますけども、病院の病床数の、ベッド数の

回転もいろいろありますけども、その辺考慮し

ながらまた検討はしたいと思います。状況を見
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たところで。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。この土曜日をで

すね、もう休診するってことになったときに、

他の病院の土曜日休診がなったときに、その次

の週の患者数っていうのは、よその病院の場合

ですけど、減っているのかとか、そういったも

のはお調べになりましたか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） ほかの、例えば民間病院とか公立病院で

も一緒なんですけども、そこまではちょっと調

べてはおりません。ただ、今、土曜日に来られ

るうちの病院の患者さんの状況を見ています

と、いわゆる新患さんで土曜日に来られるとい

うのがもうほとんどございません。いわゆる定

期的な通院の形で、土曜日に来られる、主に宮

地校区を中心とした地元の方々が多うございま

すので、今後、土曜日休診をもししていくとい

うことであれば、これから３カ月間かかって広

報をすると、周知を進めていくとともに、先生

方たちの投薬のコントロールで、土曜日のほう

のシフトをずらしていきたいようなことで考え

ております。 

 仮に土曜日の患者様が、土曜日を休んだとき

に、平日にその分全部シフトしていけるのかと

いうと、大体うちの患者さんの大半の方が高齢

者の方が多うございますので、そのあたりは平

日にシフトしていただけることが可能じゃない

かなとは思っております。 

 また、入院患者におきましては、社会、介護

福祉施設とかからの御紹介で転院とか入院が土

曜日にもあるんですけども、２４年度、今年度

の実績を見ましても、土曜日に入院された患者

様は７名ということで、非常に少のうございま

す。平日に転院されて入院されてこられる患者

さんがもうほとんどですので、入院に関しても

そう影響は今のところはないのかなという形で

思っております。 

 済みません、ほかのデータはちょっとまだ調

べておりません。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。新規の患者さん

が土曜日はほぼいらっしゃらないというところ

だからですね、それで患者数が次の週から減っ

てくるということは今のところ考えづらいなと

いうふうには、はい、感じました。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） せっかくだいけんでか

ら、次長、聞くとこばってんが、社会福祉法人

からの外来はどれくらいか、年間。（市立病院

事務局次長田中智樹君「数でしょうか」と呼

ぶ）数は。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） そこは調べときます。 

○委員（山本幸廣君） うん、ちょっと調べと

けよ。あのね、なぜかというと、社会福祉法人

が一番当てになるところだいけんな。だからそ

れは、やっぱり営業していかないかぬわけた

い。総合だって労災だって、ほとんどですね、

その理事長、それからケアマネをする人たち、

たくさんの方々にですね、お願いしているんで

すよ。だからもう社会福祉法人はどこどこ、か

がやき園はどこ、向春苑はどこ、ま心苑はどこ

ということで、大体決めつつあるんですよ。そ

ういうのはやっぱり院長あたりに、総合病院な

ら島田院長にお願いして、これについては少し
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うちのほうにもシフトしてくださいよとか、そ

ういうやっぱり営業せぬとしゃがなな、今どき

黙って机におったって、次長、絶対そりゃもう

はっきり言ってから、もう廃止になっですよ。

うん、やっぱり出ていかないかぬ。事務局の方

々、出ていって、そしてからやっぱり社会福祉

ば一軒一軒回って、市立病院なこういうもんで

ありますと、だから、急患あったとき、外来が

あったときには、ぜひとも市立病院にお願いし

ますということで回ってください。そうせぬと

しゃがですね、そりゃ社会福祉の大体高齢者の

そこらあたりも知っとらぬということは間違う

とるもん、大体が。そりゃもう数えればわかる

よね、年間なんかでも。もう全部ですね、総合

病院も労災もですね、大体平均出してますよ。

ま心苑では何人、もう高齢者わかっとるわけで

すよ。酸素を吸う人とかですね。わかっとるわ

けですから、もう１００床なら１００床のとこ

ろについては。もうそういうのは全部調べてく

ださい。そしてから営業してください、次長。

そこらあたりしっかり意気込みを聞かせてくだ

さい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 数カ月ほど前からですね、そういったう

ちといわゆる患者さんの紹介が多い病院また介

護施設、社会福祉施設については、毎週１回病

院のベッド数の空き情報のほうを今ファクシミ

リでお流しして、今うち何人ぐらい受け入れが

可能ですよということでお願いはしているとこ

ろではございます。ただ、今、議員御案内のと

おり、来月からでも病院にですね、出ていっ

て、顔の見えるいわゆる先生また看護師を連れ

ていってですね、ちょっとお話のほうをです

ね、させていただきたいと思います。ありがと

うございます。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（前川祥子君） 済みません。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） 基本的わかんないとこ

がありまして。土・日が休み、祭日も休みって

なりましたら、人件費というのは、これは削減

になるんですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 人件費の削減になるのはいわゆる医療事

務とか私たち事務局のスタッフぐらいですね。

あと看護師は当然交代制で勤務はしております

し、逆に市のほうは当直と日直のほうが発生し

ますので、いわゆる当直手当、日直手当のほう

が今よりも今度は逆にふえてくるような形にな

ります。休みが多くなりますんでですね、いわ

ゆる土曜日がもう丸１日日直をお願いしなくち

ゃなりませんのでですね。（｢１.２５倍とか

１.５倍とか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） よかですか。 

○委員（前川祥子君） はい、わかりました。 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、ほかにあり

ますか。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。あ、意

見でよかです、意見で。 

○委員長（百田 隆君） はい、よかですか

ね。 

 じゃあ、以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 先ほど幸村委員が言わ

れたように、条例の改正等々については、簡単

にはいかぬですけども、審議しながらですね、

条例改正は常に日々のごとできるわけですか

ら、そこらあたりについてはですね、議会にこ
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ういうことで患者からの意見が多かったという

ことで、土曜日再開したいと思いますという、

条例はいつでもできますから、皆さん方提案を

してください。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。重ねてですけ

れども、決してですね、土曜日、今回診療をや

れられるということは、絶対マイナスイメージ

にしかならないんですよ。特に地域のですね、

宮地校区の皆さんにとっては、特にそれは大き

いというふうに思います。あり方検討会なりを

開いてですね、やっぱり地域に根ざした病院と

いうふうに方向性も定めてきた中で、やっぱり

閉まっていくということについては、診療日が

減るということについては、決していい方向性

ではないというふうに思っています。それで先

ほど提案したみたいに、絶対４名をですね、医

師の４名を確保していただいて、土曜日の休診

については、もう１回再開をやるというふうな

方向性でですね、臨んでいただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３１号・国民健康保険八代市立病院

条例の一部改正については、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。（委員山本幸

廣君君「期待をして賛成」と呼ぶ） 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午後２時２９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３４分 本会） 

○委員長（百田 隆君） 本会に戻します。 

 次に請願・陳情の審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となっている請願・陳

情はありませんが、郵送にて届いております要

望書について、写しをお手元に配付いたしてお

りますので、御一読いただければと存じます。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（百田 隆君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。このう

ち、産業・経済の振興に関する諸問題の調査に

関連して、執行部から発言の申し出があってお

りますので、これを許します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（第

１９回九州国際スリーデーマーチ２０１３大会

概要について） 

○委員長（百田 隆君） それでは、まず、九

州国際スリーデーマーチについて、報告をお願

いします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 
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○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。お疲

れのところ申しわけございません。所管事務調

査を報告させていただきます。 

 九州国際スリーデーマーチでございますけれ

ども（委員長百田隆君「座って」と呼ぶ）は

い、失礼いたします。経済企業委員の皆様方に

はもっと早く説明させていただくべきところ

で、遅くなりまして大変恐縮でございますが、

ただいまから担当課長をもって説明させますの

でよろしくお願いいたします。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。じゃ

あ、座らせて説明させていただきます。 

 九州国際スリーデーマーチにつきまして、御

報告をさせていただきます。これまで九州国際

スリーデーマーチの開催経費の原資でありまし

た八代ふるさと市町村圏基金の廃止に伴いまし

て、次回大会の第１９回九州国際スリーデーマ

ーチ２０１３大会から主催が八代広域行政事務

組合から八代市単独での開催変更になり、商工

観光部観光振興課が事務局となりましたので、

委員の皆様に大会の概要等につきまして、御報

告をいたしたいと思います。 

 まず、平成２４年の１１月５日に平成２４年

度九州国際スリーデーマーチ実行委員会の総会

を開催し、平成２４年度２０１２大会の事業報

告及び決算と平成２５年度の２０１３大会の事

業計画案及び予算案について、実行委員の皆様

に承認をいただいたところでございまして、現

在事務を進めているところでございます。 

 それでは、配付しております資料に基づきま

して、御説明をさせていただきたいと思いま

す。お手元のほうに配付しております資料はご

ざいますでしょうか。（｢あります。ごく簡単

によかよ」と呼ぶ者あり）はい。 

 第１９回国際スリーデーマーチ２０１３大会

の概要につきましてですけども、１、趣旨につ

きましてはもうごらんのとおりでございます。

２、期日、平成２５年５月１０日金曜日、１１

日土曜日、１２日日曜日の３日間。３、大会会

場は球磨川河川敷緑地で行われます。大会テー

マとしまして、きなっせ！やつしろ、笑顔で元

気ウオーク、主催のほうを八代市と社団法人日

本ウオーキング協会のほうで実施いたします。 

 ７番、共催、８番、主管、９番、後援、１０

番、協力・協賛のほうはごらんのとおりでござ

います。 

 続きまして、２ページをお開きいただきたい

と思います。 

 １１、大会イベントといたしまして、九州国

際スリーデーマーチ２０１３の開催ということ

で、国際マーチングリーグ公式大会等の８の認

定大会が行われます。 

 それとあと、５キロ、１０キロ、２０キロ、

４０キロコースを設定いたしまして、３日間、

それぞれ秘境五家荘コースとか水島・万葉の里

コースとか新緑球磨川コースとかというコース

に分かれまして、３日間歩いていただくような

ことでございます。 

 それと（２）で芸能フェスティバルの開催ち

ゅうことで八代亜紀トーク・アンド・ミニライ

ブ、陣内貴美子トークショー、地域郷土芸能等

を予定しているところでございます。 

 それと、やつしろの観光と物産展の開催、環

境フェスタ、健康フェスタ、それとフォトコン

テストの開催を予定しております。 

 それと同時関連イベントといたしまして、八

代亜紀絵画展の開催、肥薩おれんじ鉄道不知火

浪漫せっかくウオークの開催などを予定してい

るところでございます。 

 以上が大会の概要でございまして、来年度開
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催の２０１３大会のですね、予算につきまして

は、先日行いましたスリーデーマーチの実行委

員会の予算案で１０２９万７０００円の、これ

は実行委員会のほうの予算の事業費を計上した

ところでございまして、しかし、その予算につ

きましては、市からの負担金を除いたところで

計上したところでございます。そこで、市から

の負担金につきましては、平成２５年度当初予

算に計上し、３月議会に提案する予定にしてお

ります。 

 また、先ほど説明しましたとおり、八代ふる

さと市町村圏基金の廃止に伴いまして、基金の

１０億円が関係市、町に返還されることになり

ます。八代市においては、その返還金を基金と

して積み立てる予定としているところから、基

金の設置条例もあわせて３月議会の議案として

御提案させていただきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上、九州国際スリーデーマーチにつきまし

ての御報告とさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。以上の部分に

ついて何か御質問、御意見等ありませんか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。２ページのです

ね、大会イベントの（３）、やつしろの観光と

物産展の開催というところでですね、これは最

近いろいろ聞いてみますと、なかなか観光物産

の場所についてですね、場所代が高いとか、効

果が少ないとかということでですね、かなり少

なくなってると。実態がですね。要するにＪＡ

さんを中心にこう縮小されているというか、そ

ういうこともあるように聞いておりますので、

確かに場所の利用の料金の問題はあると思いま

すけれども、何とかですね、せっかく八代に、

国際的に、全国を初め外国からも出てきていた

だくことでもありますからですね、もう少しこ

う、例えば今までの１棟当たり幾らかわかりま

せんが、そこいらについては検討されてです

ね、より一層盛り上がるような形でですね。特

に今までは広域じゃあったんですが、今度は市

単独になりますので、もっと大変ですけど、力

を入れてですね、前もって努力をしていただき

たいと思うんですが、そこいらはどうなんでし

ょうかね。 

○観光振興課長補佐（松岡 猛君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、松岡観光振興

課長補佐。 

○観光振興課長補佐（松岡 猛君） はい。た

だいま御質問のありました物産展の件ですけれ

ども、今まで物産展につきましては協賛企業さ

んの出店と、いわゆる出店料を払っていただい

て出される出店、合わせて現在３０店舗ほどが

出店されております。これにつきましては、も

う少し数のほうもふやしていきたいなと思って

おります。また、出店料につきまして、今御指

摘のありましたとおり、少し出しにくいという

お話も聞いております。今回の物産展につきま

しては今から詰めていくことでございますけれ

ども、八代よかとこ宣伝隊さんと協力しなが

ら、なるだけ多くの皆様が出店しやすいよう

に、またにぎわうようにというふうに計画をし

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。いいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（古嶋津義君） 委員長、意見な……後

でよか。意見は後ですか。 

○委員長（百田 隆君） 御意見。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。単独でされると

いうことで、大変御苦労と思います。ただ、山
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本観光部長にはこの前言いましたけれども、好

きないて。こんなにたくさんのイベントをされ

る課がですね、九州スリーデーマーチまでされ

るのかと。本来ならやっぱり昔のごつですね、

昔みたいにやっぱりスポーツと文化は教育委員

会に戻すべきだと思いますので、そういうふう

に申し上げときます。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。先ほどの物産

展のですね、出店の件があったんですが、もう

一つ、ボランティア団体というか、市民活動団

体がですね、やっぱりテントの料金というか、

出店料が高いことで、収益を上げない団体だも

んですから、高いということで出店を控えられ

たという事例を幾つか聞いております。だけ

ん、そういったあたりもですね、収益を上げる

団体なのかそうじゃないのかというあたりのす

み分けもお願いできればと思います。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、意見でよかで

すか。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○委員（山本幸廣君） 私は今、古嶋委員から

言われたのに少しまたこう横に行くんです。社

会福祉協議会に何でやらぬだったかなと思うと

たいな。あぎゃん積み立て持っとるところに。

そらあ言うちゃならぬばってんが、あそこにや

らぬばんとたい。そしたら何の商工部は心配せ

んでんよかった。社会福祉協議会だったら、ど

こもですね、他県見てください、何でんやって

ますよ。うちばっかのあのエリアじゃないんで

すから。イベントもするし、何でもしますよ、

今。もしこれも指定管理でいえば、１年で市か

ら市の中の社会福祉協議会にですたい、転用す

るように、そがんとも考えたほうがいいと思う

な。そら今次長か課長だったか説明したばって

んが、当初予算に計上するって予算は言うたた

いな。な。で、３月議会ということですけど

も、大体幾らぐらい今予算の要求を今しとっと

かな。ちょっと教えてください、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。今いろ

いろ積算をしている段階でございまして、約１

０００万ほど当初予算のほうに計上させていた

だきたいというふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ああ。聞いてよかっ

た。１０００万ていうと本当にやっぱり今の経

済状況では莫大な予算と言うてよかぐらいの予

算ですけども、積算を間違えぬごつ、きちっと

した積算をしてください。だから、今言われ

た、委員の方々が言われたように、物産に関す

るいろんな業者の方の店舗料金ですね、全国花

火大会も含めて、露天商も含めてですよ、そう

いう中で考えれば、どうやってはっきり言っ

て、実行委員会の方々に負担かけないために

も、市もそれだけの予算をやっぱし１０００万

の、一般会計からの１０００万を繰り入れるわ

けですから、それに見合うようにですね、幾ら

かはやっぱし補充できるようにするにはどうし

たらいいのかということを考えて、積算をきち

っとしていただいて、プラスアルファ、江崎の

グリコじゃないけどおまけつきもやっぱり、そ

の店舗を３０から１００になすとか、そういう

形をですね、するような推進をして、協力を求

めていって。いろんな団体等にですね。 

 全国花火大会でも本当にすばらしいですよ。

大変課長たちは苦労してですね。ことしの花火

大会やったら私はですね、東京から来とったん

です、友達が。熊本からもやっぱり何十人て来

て、見せたんですけども、そらあこのパノラマ
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というのはですね、球磨川から八代のこの夜空

に物すごかったですよと、感動して感動してで

すね、飯代もですね、払うていかしたです。次

はまた熊本でまたその反省会したっですよ、２

０人ぐらいで。青柳ていう料亭でですよ。そら

あ感動して行かれたです。本当に職員の方々が

一生懸命頑張っておられて。 

 一つ議会で一般質問が出たように、中国の方

々、フェンスの中で階段おりてから、あそこは

入らんでくださいと。中国の方々が入れてくだ

さいと言われぬように監視をきちっとしとった

ところ大変よかったと思いますよ。本当に大成

功で本当に感謝したいと思います。同時にやっ

ぱしそのような体制づくりをして、予算の計上

についてもきちっと積算をして当初予算に上げ

てください。よろしくお願いしときます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） はい。ないようでし

たら、以上で、九州国際スリーデーマーチにつ

いての報告を終了いたします。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（日

奈久温泉施設（西湯）について） 

○委員長（百田 隆君） 次に、日奈久温泉施

設について、報告をお願いします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

 日奈久温泉施設、西湯でございますけども、

浴室内の壁面及び排煙窓が一部崩落しておりま

すので、今休館状況になっております。その説

明をさせていただきます。（委員長百田隆君

「はい、どうぞ。座ってどうぞ」と呼ぶ）稲本

課長に説明させます。よろしくお願いします。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。じゃ

あ、座らせて説明させていただきます。 

 お手元のほうに日奈久温泉施設・西湯の浴室

内壁面及び排煙窓の一部崩落についてという資

料をお配りしているかと思います。まず、この

施設の概要につきまして簡単に御説明をさせて

いただきます。 

 まず西湯に関しましては、昭和４８年の１月

６日に開設をいたしまして、３９年経過をして

いるところでございます。面積は９２.１６平

米、これは西湯のみでございまして、隣に日奈

久老人憩いの家がございますけども、西湯だけ

で９２平米です。それと鉄筋コンクリートづく

りの平家建てちゅうことで、営業時間に関しま

しては午前６時から午前１０時まで、昼一たん

休みまして、午後２時から午後１０時までとい

うふうに営業時間を設けております。 

 平成１６年の４月１日に日奈久財産区から土

地・建物を無償で譲り受けているところでござ

います。 

 続きまして経緯でございますけれども、１１

月の１６日、金曜日ですけども、午前６時過

ぎ、西湯の従業員が浴室内の中央の鉄筋コンク

リートのはりからコンクリート片等が落下して

いるのを確認したところでございます。 

 午前１０時、市職員が崩落状況を確認、目視

で確認できる崩落危険箇所のコンクリート片等

を取り除いたところでございます。 

 １１月の１９日、月曜日ですけども、午前１

０時、専門業者による簡易調査を実施し、その

結果、内部の鉄筋の腐食等による壁面の崩落危

険箇所が複数あり、特に排煙窓部分のコンクリ

ート等の劣化が著しいため、地震などによる突

発的な事変が発生した場合は、コンクリート全

てが崩落する可能性があるということでござい

ました。 

 今後の営業を一時休止を決定いたしまして、

日奈久出張所にその旨連絡、また東湯温泉セン
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ターに西湯休館の告知文を掲示したところでご

ざいます。 

 で、午後から日奈久校区長及び中西町の市政

協力員、それと温泉旅館の組合長に営業の休止

を連絡したところでございます。 

 １１月の２６日午後４時ですけども、建築構

造の専門家による現場確認をいたしまして、内

壁がいつ崩壊してもおかしくない状況であり、

公衆浴場として営業できる状態ではないとの意

見をいただいております。建築構造の専門家へ

本格的な調査手法及びその経費並びに復旧工事

費の見積額の算定を依頼しているところでござ

います。 

 １１月の２８日、日奈久校区全世帯に西湯の

休館についてお知らせをしたところでございま

す。これは市報に折り込みをいたしまして、日

奈久校区の１２月行事予定表に掲載をして、日

奈久の校区全世帯にお知らせをしたところでご

ざいます。 

 それと３番目の現況写真ですけども、次のペ

ージの２ページ目を見ていただきますと、写真

①が崩落の箇所で、写真②のほうが排煙窓の部

分のコンクリート壁の状況でございます。それ

と写真③は女湯の出入り口の上でございまし

て、その拡大図が一番下のほうで、鉄筋の腐食

のほうがもう随分しているというような状況で

ございます。 

 それと３ページ目のほうが平面図でございま

す。先ほど現況写真を写したところを数字の①

②③で示しておりまして、大きい太枠の部分が

西湯でございます。それ以外の部分が日奈久老

憩いの家でございます。 

 １ページに戻りまして、日奈久老人憩いの家

の現状をちょっと御報告しときますと、昭和４

８年、同じ時期にですね、開設いたしまして、

市民事業仕分け及び行財政改革推進本部により

廃止の決定を受け、平成２３年３月３１日をも

って閉館をしているところでございます。現在

は町内会の会議場所として貸し出し中でござい

ます。一応、２５年の３月まで貸しているとこ

ろでございます。 

 今後の対応といたしまして、建築構造の専門

家からの見積書が提出され次第、今後の対応方

針について早急に検討したいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上、日奈久温泉施設、西湯についての御報

告とさせていただきます。 

○委員長（百田 隆君） はい。以上の部分に

ついて何か御質問、御意見等ありませんか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 西湯の利用者数、終わ

りごろ、１日どのぐらい利用されてたんです

か。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 平成２３年

度利用者数がですね、１年間の利用者数が３万

７６４８人です。ですので、１００人ちょっと

ぐらいかなというところです。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ないようでしたら、

以上で日奈久温泉施設、西湯についての報告を

終了いたします。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（客

船コスタ・ビクトリア寄港に伴う経済効果につ

いて） 

○委員長（百田 隆君） 次、客船コスタ・ビ

クトリア寄港に伴う経済効果について、報告を

お願いします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

次長。 
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○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。この

客船コスタ・ビクトリア寄港に伴う経済効果に

つきましては、済みません、本会議のほうの質

問が先になって皆様方に御説明が遅くなりまし

たことをまず冒頭におわび申し上げます。 

 資料をごらんいただきたいと思います。こと

し１０月２０日土曜日と、２１日日曜日の２日

間、八代港に寄港しましたコスタ・クルーズ社

の客船、コスタ・ビクトリアの経済効果につい

て説明いたします。 

 まず、コスタ・ビクトリアの乗船客数は１５

２１名、これはＪＴＢ発表の数字です。乗務員

が７５１名でございました。 

 ３番のツアー参加者数のところをごらんいた

だきたいと思いますが、１０月２０日に４コー

ス実施されております。阿蘇方面コース、熊本

城方面コース、球泉洞・人吉方面コース、そし

て市内松浜軒・博物館方面コースが実施されて

おりまして、右側の欄、参加人数を記載してお

りますけども、そちらにそれぞれ参加していた

だいているところです。 

 ２１日も４コース実施されております。表の

２つ目ですね。鶴観察等コースと、それから４

つ目になりますけども、日奈久温泉街散策コー

スが２１日新たに加わって実施されておりま

す。参加者は右の欄のとおりでございまして、

２日間で合計いたしますと、延べ２４４３人の

方がコースに参加されております。 

 ４番目です。調査対象項目について書いてお

りますが、経済効果を試算するために、その４

番目に書いております調査対象項目を調査して

おります。まず１番目の八代市内でのショッピ

ング、それから市内観光地における消費額、そ

れから船会社、旅行代理店企画ツアーの代金、

県内でのショッピング、それからツアーバスの

借り上げ料、そして八代港寄港における港費、

これは岸壁使用料とか船舶給水等による経費で

ございます。で、最後７番目ですが、受け入れ

に伴います主催者側の経費、括弧の中に書いて

ますが、テントですとかと仮設トイレだとかバ

リケードなどです。約６７２万円を支出してい

るところでございます。 

 この７項目について聞き取り調査等を行いま

した。その合計額が約５２５０万円でございま

した。で、平成１５年、少し古いんですが、１

５年６月に公益財団法人地域流通経済研究所が

熊本県の観光消費額がもたらす経済波及効果を

推計したデータがありましたので、そのデータ

を用いまして、直接効果である観光消費額５２

５０万円に１.７７を乗じると。で、９３００

万円の経済効果があったというふうに試算をし

ているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（百田 隆君） はい。何か御質問、

御意見等ありませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 例えばこの１番に書い

てある草千里、阿蘇って、こら阿蘇に泊まられ

たっですか。宿泊はなかったつか。全部船です

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 当初はです

ね、宿泊される方も計画があったように聞いて

おります。しかしながら、世情不安って申しま

すか、いうようなことから、今回は宿泊はなか

ったというふうに聞いております。（委員古嶋

津義君「船で宿泊」と呼ぶ）はい。全て船に戻

られたと。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。松浜軒、市博物
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館それから八代城、これはもう歩いての見学っ

ていう形になったんでしょうか。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい、髙﨑八代港湾

営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） こ

れにつきましては、ツアーのほうでですね、花

火のコースと抱き合わせて博物館と松浜軒を回

っております。なので、場所まではバスに乗ら

れて、そして観光されて、そしてまたバスに乗

って次のところに移動されているというところ

で、コースに乗られた形で観光されておられま

す。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） バスに乗るのは、じゃ

あもう、八代城からですよね。花火のほうに行

く、そこだけでしょう。あとそこまで行くのも

ある……そこまでっていうか、松浜軒から始ま

ってますから。 

○委員長（百田 隆君） はい、髙﨑重点港湾

八代港営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） 恐

れ入ります。これはですね、全て船が着いてお

ります八代港から、そして次のほうとはちょっ

と書き方があれですけども、八代港から松浜

軒、そして博物館、八代城址、全国花火大会、

そして最後八代港に戻るというのが一つのコー

スということで、全てどのコースも全て八代港

から起点になって八代港に帰るコースというこ

とになっております。済みません、ちょっと記

載のやり方が悪かったです。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかに。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員、ど

うぞ。 

○委員（田中 茂君） はい。１０月２０日の

１日目ですね、花火を見られなくて、阿蘇方面

と熊本城を中心にということですが、これらの

方の、何といいますか、花火を見られなかった

方についてですね、いろいろ位置づけはあった

と思うんですが、そこいらのほうについては、

後から例えばＪＴＢさんとかそういうところか

ら、何か反応というか、あったかどうかその辺

はどうなんでしょうか。 

○委員長（百田 隆君） はい、髙﨑重点港湾

八代港営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。どのコースにつきましてもおおむね良好で

あったということで、ＪＴＢ様のほうはです

ね、主催者でありますコスタクルーズ社のほう

からはですね、パーフェクトだということでお

褒めをいただきましたということで、ＪＴＢの

ほうから御報告を受けております。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 説明ありがとう――次

長がしたとかな、説明。（商工観光部次長宮村

明彦君「はい」と呼ぶ）したな。調査対象項目

の中で受け入れに係る主催者側の経費、６７２

万円、約な。これは当初予算でクルーズ船には

１０３０万８０００円ぐらいつけとったよな。

な。これ、かからなかったということで理解し

てよかっかな。委員長、ちょっと聞いて。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） そのよう

に、実績ベースでございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 
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○委員（山本幸廣君） これもやっぱり積算で

出てくるわけよな。先ほど来出てきたように

な。だから、積算というのはきちっとした積算

をしていただきたいというのが出てくるんです

よね。どろころすれば半分ぐらいしか要らんご

たふうだもんだけんな。だけんやっぱり当初予

算ていうのは、やっぱりこらもう要求する以上

は積算、積算、積算して要求して、また財政課

がこれはもう査定しながらですたい、何ぬしど

ま言いよっとかいていうふうにしてから、予算

編成ていうのはきちっとした形の中で、当初予

算というのは計上してくると思うんですよね。

で、６７２万、これは１０００万円ぐらいかか

っとるのかなと思ったんですけども、６７２万

ということで、経費削減については私は大変努

力されたと、これは敬意を表したいと思う。あ

との効果についても、今次長がしっかりした数

字を並べて、１.５％掛けた中での９０００万

という数字が出たと。私はこれはもうきちっと

した調査の中だと思って信用したいし、またそ

ういう効果があったということは、私は素晴ら

しかったと思います。ただこの６７２万、約と

いうのは、これはやめてください。約というの

はですね。６７２万って、ここはもうバリケー

ドの経費については上も書かぬで。書かぬほう

がよかったと思うとですよ。書くならば下の段

に書いとかにゃいかぬ。下の段に経済効果につ

いてこういう経費がかかりましたけども、経済

効果としてはこれだけの効果が、数字が出まし

たというふうに計上していただければ、私みた

いなぼんくらは、頭悪いやつはなかなか理解で

きないもんですけんでから。 

 私の要望として気づいたのは、本当に県警の

八代署の方々と私もよくお話をするんですけど

も、当初大変心配しとったと。だから、前の警

備課長なんか今回機動隊行かれたんですけど

も、心配して来たったいということで言われて

ですね。やっぱし本当に後からは、職員の担当

の方々がしっかりお互いに連携をとりながらで

すね、あのような花火大会とこのクルーズ船に

ついてもですね、きちっとした……。 

 これからなんですね、私が要望したいのは、

じゃあ、来年度に向けてどういうふうなです

ね、クルーズ船の誘致の中でですね、継続をし

ていくかと。まあこれは松木会頭初めたくさん

の方、努力をしておられるし、また継続しても

らわないかぬし。今回より以上にですね、また

多くの方々が、中国から──韓国、中国から、

外国から来ていただいて、東南アジアから、そ

れがただ単なる単泊じゃなくしてですね、八代

をやはり東南アジアに発信、外国に発信する、

そういう情報がですね、その情報効果というの

を私は一番期待しているんですよ、経済効果よ

り。経済効果は分析したら、これははっきり言

って八代市のどれだけあったかという分析はで

すね、まだわかりません。未知数ですよ、はっ

きり言ってから。それよりもですね、情報効果

というのが私は莫大な効果があったと思いま

す。本当に担当部については御苦労さんでした

というお礼を申し上げたいということで申し上

げました、委員長。よろしく。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（古嶋津義君） 次長、当初何か体育館

でですね、地元の商店街をして全部あそこに出

店をさせて、地元に少し経済効果を落とそうと

いう話があったように聞いておりますが、その

辺な何でイオンばっかり金落として。こんイオ

ンの金はどこさん行くとですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。(委員古嶋津義君「お聞かせ願いま

す」と呼ぶ） 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。古嶋

委員さんがおっしゃったのは、八代商工会議所
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さんを中心として、体育館で、市内の業者さん

一堂に会してお土産物あるいはうまい物を食べ

てもらったり、お土産物を買ってもらったりし

ようかなというような計画だったというふうに

思っております。残念ながら実行はされなかっ

たということでございます。 

 なお、ことし、アーケード街に関しましても

いろいろと御意見、協議をさせていただいたん

ですが、結果とすれば、おもてなしの心でお待

ちしておりますというようなことで終わってお

ります。 

 先ほどからお話があってますように、八代市

内の業者さん、市内にお金が落ちるように、幸

村議員さん、本会議でも御質問いただいてます

けども、ちゃんと検証して来年さらに多くの方

に来ていただけるように、また対応もきちっと

できるようにやっていかなきゃいけないかなと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（古嶋津義君） ２点目のイオンの売り

上げはどこさん行くとですか。税金は地元に落

ちっとですか。岡田が全部取っとですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） ここに、コ

ースの中にイオン八代て書いてありますが、コ

ース以外で自由散策っていうような形で、もう

一つのゆめタウンさんのほうにも行かれた方も

いらっしゃるようでございます。そこには地元

のテナントを含んだいろいろ業者さん入ってい

らっしゃいますので、それなりに売り上げはあ

ったのかなと。１０００万円程度売り上げがあ

ったっていうふうに聞いているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ないようでしたら、

以上で、客船コスタ・ビクトリア寄港に伴う経

済効果についての報告を終了いたします。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（ア

ンテナショップについて） 

○委員長（百田 隆君） 次に、アンテナショ

ップについて、報告をお願いします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 宮村商工観光部次

長。座ってどうぞ。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。久木

田ブランド営業総室長から説明させます。よろ

しくお願いいたします。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」

と呼ぶ者あり）済みません、八代ブランド営業

総室の久木田でございます。それでは、内容に

つきましては座って説明をさせていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 このたびですね、東京都内におかれましての

とれたて村、それとやつしろ食堂に加えまし

て、今年度におきましては、期間限定的な形で

のアンテナショップということで取り組ませて

いただきました。このたび１２月１４日、今週

の金曜日になりますけれど、改装オープンいた

します西鉄ストア三潴店、これは久留米市にご

ざいます、その産直野菜コーナーにおきまし

て、八代と大分県でございますけど、玖珠、九

重の２地域で産直野菜や加工品の販売展開とあ

わせまして、八代の観光や物産のＰＲコーナー

を設置することになりましたので、御報告をさ

せていただきたいと思っております。 

 資料のほうごらんいただきたいと思います。
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済みません、最初に大変申しわけないんですけ

ど、資料の修正をお願いしたいと思っておりま

す。中段の２、取り組み内容とございますけれ

ど、その下のほうにございますが②ということ

で、取り組み出荷団体、３団体ほど記載してご

ざいますけれど、真ん中の（株）東陽でござい

ますけれど、（株）東陽地区ふるさと公社とい

うことで御修正をお願いしたいと思っとりま

す。おわびを申しまして訂正方お願いしたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料に基づきまして説明をさせて

いただきます。まず、１番目の店舗概要でござ

います。今回取り組みます店舗につきましては

株式会社西鉄ストア三潴店でございます。先ほ

ど言いましたように、福岡県久留米市三潴町早

津崎８１１－１でございます。位置的には久留

米市役所の位置から南西部に位置する場所でご

ざいます。それと今回の株西鉄ストアの取り組

みでございますけれど、本社を福岡市中央区大

名に置いとります。なお、福岡県を中心にしま

して、５４店舗ということで事業を展開されて

おります。 

 それと、今回取り組みます三潴店でございま

すけれど、店舗内に産直野菜コーナーを設置さ

せていただきます。なお、そのコーナーにおき

ましては、夏野菜産地、今回は玖珠、九重でご

ざいます、と、冬野菜産地、八代ということ

で、１年を通しまして販売を行う予定でござい

ます。なお、先ほど言いましたように、１２月

１４日に改装オープン、これに際しまして出店

に向けての調整を、事前から市もしくは生産者

団体含めて調整をさせていただいたところでご

ざいます。 

 続きまして、２番目の取り組み内容でござい

ます。まず生産者団体におきましては、産直野

菜の納入及び加工品等の販売等をする予定でご

ざいます。 

 それと、続きまして、これは市それとお店側

の取り組みになろうかと思いますけれど、ごろ

っとやつしろの看板設置やポスター等の掲示と

いうことで、基本的にお店のほうで掲示いただ

きますけれど、作成等に当たりまして市のほう

の協力もしております。 

 続きまして、モニター画面による八代の情報

発信ということで、テレビモニターにつきまし

ては、店側のほうで準備をいただきました。

で、観光等のＤＶＤをこちらのほうから持ち込

んだ上で、情報等の発信をする予定でございま

す。 

 続きまして、マガジンラック設置による観光

・物産・イベント等の情報誌の配付ということ

で、マガジンラックのほうを八代市のほうで購

入いたしまして、お店のほうに設置させていた

だきながら、八代市の観光・物産・イベント等

のリーフレット等々を掲示していきたいという

ふうに考えております。ちなみに、米印で書い

てございますように、今回の八代からの出荷団

体ということで、まず、鉄八会ということで、

これは産直野菜の生産者会ということで、今回

の出荷のためにつくられた団体でございまし

て、水島町の松村久子さんを会長といたしまし

て、現在会員１４名というところで構成をされ

ておるところでございます。 

 続きまして、株東陽地区ふるさと公社でござ

います。紹介がおくれましたけれど、鉄八会に

おかれましては、トマト等を含めたところの青

果物、野菜関係を扱われる予定とされておりま

す。東陽地区ふるさと公社につきましては、し

ょうが等の加工品を予定されております。 

 ３番目でございますが、有限会社ユニックス

さんにつきましては、これはお店側の要望もご

ざいましたけれど、くまモンのグッズ関係等を

含めたところの物を扱われる予定となっており

ます。 

 次の、出店に際する条件でございますけれ

ど、消化仕入と記載してございますけれど、基
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本的にこれは委託販売というように御理解いた

だければと思っております。手数料的に１５％

の予定としております。それと、販売値段等に

つきましては、生産者側のほうで設定する予定

としております。それと、青果物等について

は、毎日午前１０時半まで搬入の予定としてお

ります。 

 今後の対応でございますけれど、今回の出店

を契機といたしまして、西鉄側と連絡を密にと

りながら、今後も２号店、３号店、新たな出店

につながるような形で情報交換しながら展開を

していきたい、その礎という形で取り組まさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

 最後でございますが、現在のところ一緒に取

り組む予定でございます大分県の玖珠町、それ

と長崎県の壱岐市が同様な取り組みを行ってお

りまして、玖珠町におきましては、ＪＡ直売部

のほうが窓口といたしまして、天神店を含む西

鉄ストアの７店舗で事業を展開中でございま

す。長崎県の壱岐市につきましては、仲介人を

窓口とされまして現在３店舗で事業を展開中で

ございます。 

 以上、報告を終わらせていただきます。 

○委員長（百田 隆君） 今の説明に、何か御

質問、御意見等ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと、委員長。

あ、どうぞ、どうぞ。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 率直に申し上げて、行

政がここまでせぬばいかぬとかなと、そういう

疑問を持ちます。もっと足を地につけてです

ね、住民サービスに僕は力を入れるべきではな

いかというふうに思っとります。意見として申

し上げときます。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明があった中

で、取り組みの内容の米印のところ、ちょっと

課長見て。八代からは、現在のところ３団体が

出荷予定ということで、①の中に鉄八会と、名

前も固有名詞を出されましたが、これだけ八代

からのアンテナショップの中で情報発信するな

らば、頭に八代何てろ生産、新鮮八代生産組合

とか会とか球磨川会とか何かそういう──鉄八

会って個人の団体を行政が何かしよるような気

がしてならないがな、ここらあたりは。な。う

ん。特に１年間通じてでしょう。生産組合鉄八

会ていうのは、会があるか、今度あただつくっ

たかわからぬけども、聞いたこつもなかし。や

っぱり八代発信ならば、新鮮な八代の野菜出荷

会とか、何かそういうのを何か頭につけてた

い。物売らすときは、鉄八会か何か入れて、く

まモンの下に鉄八会とか何か書かれるのかわか

らぬけどもたい、八代は全部、はっきり言って

から、経済連等々によって、任意出荷組合も、

それからＪＡも、くまモンというのははっきり

言ってから登録をして、全部くまモンをトマト

のケースもパッケージも全部入れていいんです

よ。それが極端になってから鉄八会なんか入れ

てもらうとしゃがな、そら何かおかしくなるん

じゃないかな。そこいらはちょっと確認したか

な。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（百田 隆君） 久木田八代ブランド

営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

まず、この団体さんにつきましては、先ほど申

しましたとおり、今回のためにつくられた団体

でございます。で、名前、鉄八会についてのネ

ーミングにつきましては、当然団体さんのほう

でつくられたところでございますけれど、その

ネーミングに当たってはですね、まず、鉄につ

きましては、西鉄ストアの鉄、それと八につき



 

－61－ 

ましては、八代の八ということからネーミング

をされたというふうに聞いております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） それは久木田君とその

つくられた方だけ知っとって私全然知らぬもん

だいけんな。その意味を、やっぱしきちっとし

た意味を説明してからたい。それはやっぱりそ

のネーミングていうのがたい、やっぱり八代の

ものだいけんな。どんなに向こうに気使うてた

い、そがん西鉄なんか今どこにあっとかいてい

う会社だいけんでから、私から言わせれば。な

あ。もうそういう会社なんですよ、私から言わ

せれば。ですから、ここらあたりはもう少し行

政として指導してよかったんじゃなかろうかな

というように思います。やってみて、悔いが残

らぬためにも、ああ、わからぬだったばいて引

き返してきたならば、誰かて、課長が責任あっ

とだいけんな。そういうことで要望しときます

から、はい。ちょっと感じたけんな。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。確認なんです

けど、その他のところである、玖珠のところが

ＪＡ直販部が窓口と、壱岐が仲介人というとこ

ろなんですが、これにかわるものを八代市の場

合は、この八代ブランド営業総室がしてるちゅ

うことなんですかね。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（百田 隆君） 久木田八代ブランド

営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。実際八代市がこのかわりということでは

ございません。で、あくまでもうちの場合につ

きましては、西鉄ストアと団体さんというとこ

ろで取り組みをしていただいております。 

○委員（山本幸廣君） 香代ちゃんよか。関連

でよか。どうぞ。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員、ど

うぞ。 

○委員（幸村香代子君） 行政はどげんかかわ

りば今しよんなっとですかね。ちょっとようわ

からぬのやけど。さっきの古嶋議員も言いなっ

たことがあるでしょう。だけん、行政が一体ど

げんかかわりばこれにしていくとかなというの

が。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（百田 隆君） 久木田八代ブランド

営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。今回の取り組みにおきましては、八代市

の役目というのは、まず西鉄ストアのほうにつ

きまして、販売等々されるという部分での民間

の部分のごあっせん、仲介という形をさせてい

ただきました。で、ちょっと余談になりますけ

れど、ＪＡやつしろさんを含めたところで、１

回現地のほうにも視察、研修等にも入らせてい

ただきました。その結果として、今回の会とお

店のほうのマッチングといいますか、出店とい

うことにこぎつけたような状況でございます。 

 それとあわせまして、先ほど言いましたよう

に、テレビモニターとかマガジンラック等の西

鉄ストアの配慮によりまして、設置により八代

市の情報等を流すというところまで、八代市の

ほうがかかわることができたというように考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員、ど

うぞ。 

○委員（幸村香代子君） ということは、今後

の仕入れとかいろんな問題については、もうこ

の団体と西鉄さんとこが直接交渉的にやってい

くというふうに思っていいですか。 
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○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい、そのように考えていただいて結構だと思

います。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 関連で、幸村委員。説

明を。私、こっちのほうが説明したか感じにな

ってきてから。１５％の手数料を向こうが取る

んですよ。産直だからね。だから、その１５％

いつでも持っていって、そのかわりこっちの産

直については、必ず朝から夕方にはもう残りも

んは持って帰る。私が言いたいのは、じゃあ、

久留米でその日に持って帰られますかっていう

ことたい。それが１点。それは１５％はうちは

関係ない、行政は関係ないんですよ。 

 それと、うちがやつしろ食堂とね、あそこに

出しとっとは全部よかとこ宣伝隊が窓口になっ

とっでしょうが。事業仕分けでも指摘があった

と思うよ。なぜ丸投げをしているのかと。ね。

だから行政が、今、古嶋委員が言われたよう

に、やっぱし行政がかかわることと団体がかか

わるのは、きちっと指導するぐらいでおさめと

かないかぬわけよ。ＪＡがというなら、ＪＡに

任せたらいいんじゃないですか。そしてうち

の、やっぱり八代のいろんな観光ＰＲというの

は直接西鉄と、その分については直接話し合い

をしたということでいいんじゃないですか。何

で、こぎゃん委員会に遅くまでこぎゃんとば提

案してくっとか、言うちゃならぬばってん、は

っきりな話が。これくらいのことは、やつしろ

ＪＡにさせないかぬ、産直なったならば。な。

その情報については、うちが今、宮村次長、こ

れはしっかり聞いときなっせよ。（商工観光部

次長宮村明彦君「はい」と呼ぶ）情報について

はうちが、行政がせないかぬ。そのアンテナと

いうのは情報アンテナなんですよ、うちの首長

が、市長が、いつも考えてんのは。何もかも一

緒たくれにしてから、食堂から何もかんもし

て、料理からして、天ぷら油から持って行かん

ばぬと、そういうもんじゃないでしょうが。そ

こでいろいろ語って、情報をお互いに交流しな

がら、八代はよかとこですよって、八代からも

東京に来て、八代の県人会、東京県人会頑張っ

とっですよと、ふるさと税をこれだけやります

よというふうな情報の中で、交流をしていくの

がやつしろ食堂なんですよ。 

 そしてまたあそこは、宮村次長、何ちゅう

か、もういっちょは。（商工観光部次長宮村明

彦君「とれたて村ですか」と呼ぶ）とれたて

村。とれたて村だって一緒でしょう。あら全部

今よかとこ宣伝隊でしょう、窓口は。でしょ

う。（商工観光部次長宮村明彦君「はい」と呼

ぶ）するならば、よかとこ宣伝隊に西鉄と契約

させてたい、その個人団体じゃなくしてから、

ＪＡなり任意団体なり出荷組合と一緒になって

よかとこ宣伝隊が窓口になって、よかとこ宣伝

隊が少し手数料もらうとかたい。手数料もらい

よっでしょうが。そういうに流れを一緒の流れ

をせぬとしゃがな、１店舗、１店舗違った形に

するけん、古嶋委員が言われたようにやめいっ

ちょけてなってくるわけ。な。それは一貫して

ください。そうせぬとしゃがな、もう出たとこ

勝負の、そこ行ってからこやん言うた、どこ行

ってからこやん言うたていうてから、あなたた

ちも苦労すっでしょうが。な。あえて言うとく

よ。ＪＡに任せにゃいかぬ、いろんな出荷組合

があるわけだけんたいで。その間、産直という

のは１５％か２０％、１０％取るのが産直、手

数料。それがあって、その日のうちに持って帰

るのが条件ですよ、大体が新鮮な産直というの

は。だからＪＡは熊本県内ではその日に持って
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帰るでしょう。もちろん同じ同僚議員おるけど

も、朝持っていって夕方持って帰るわけですか

ら。そうしなければ新鮮な産直と言われないん

ですよ、販売店は。そのかわり１５％取るんで

すよ、１品について。だから１５％って書いて

あるじゃなかですか。で、持っていって、鉄八

会か、何かヤッテツ会か知らんけど、そこ行っ

て、１５％やって、そしてその日に持ってくる

のか、それとも二、三日してから持って帰るの

か、そこらあたり調べとかないかぬ。八代と言

ってからうちが携わっとでしょう。野菜はしわ

がれっしもて、ナスビはしわがれっしもて、そ

れが売られたということで、また八代評判が悪

くなりますよ。誰がそこ責任とりますか。そう

いうことをしっかり精査して対応してくださ

い。それでなければ、きょうは、聞きおく程度

に、その程度にしていっちょきまっしょ。それ

で。 

○委員長（百田 隆君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

山本委員さん、本当ありがとうございます。今

回の取り組みにおきましてはですね、今御指摘

いただきましたように、朝から１回入荷をいた

しまして、当日の夕方、団体さんのほうで、売

れ残りという言葉はちょっと失礼なんですけれ

ど、その分については引き上げる予定としてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） それでね、久木田君

ね、心配するのはたい、どうしてもうちがやっ

ぱり市がそうやって中に配置するでしょう。そ

したら採算ベースになって、トラックで１台持

っていって売れなかったとき、持って帰るじゃ

なかですか。それはもう大変なんですよ。それ

はもう私はですね、そこは一番心配している。

１５パーて書いてあったけん、ああ、こら向こ

うの、産直と同じ市内で１５パーと。その日に

取りに行くと。わざわざ福岡、久留米まで高速

通って、そして持って帰る、そういうのがです

ね、本当に長くできるかなというのが本当心配

ですよ。うちは関係ありませぬて、うちははっ

きり言って情報だけですよということは、しっ

かりした中でですね、窓口はうちがしましたて

ことなら、行政の責任は多大ですよ。そういう

ことはひとつもう少し詰めてくださいよ。ね。

今聞いてびっくりした、また。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） はい。ないようでし

たら、以上でアンテナショップについての報告

を終了いたします。 

 小会します。 

（午後３時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２８分 本会） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。この前の経済

企業委員会のときにですね、ずっと検証が行わ

れてきた元気が出る補助金事業の検証なんです

が、これがたしか５年間の検証を行うというふ

うになってたかなというふうに記憶してます。

ですから、本委員会としての検証が必要じゃな

いかというふうに思うのですが。 

○委員長（百田 隆君） ただいま元気が出る

補助金の検証についてでございますが、これに

ついて何かありませんか。 
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○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（山本幸廣君） あれ５年間、もう最終

年度かな。終わったっだろ。 

○委員（幸村香代子君） だけん、１８年度の

は２３年度で終わってますけど、１９年度のが

あると思うんですよ。２カ年だったですから。

たしか５年間検証するというふうになってたと

思うんで、それはやっぱりきちんとやる必要が

あると思います。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そういう意見が出てお

りますので、同時にそこばかりのあれじゃなく

してから、何かあればですね、ほかのとがあれ

ばですね。まあ、一つは──よろしいですか、

委員長。提案ですが、管内調査をですね、すれ

ばそういうのですね、できると思うんですけ

ど。 

○委員長（百田 隆君） それは、何、１件、

１件当たるわけですかね。 

○委員（山本幸廣君） 調査というのは、ただ

資料だけ。 

○委員（幸村香代子君） 済みません。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員、ど

うぞ。 

○委員（幸村香代子君） その検証の中身がわ

からないと施設が必要かどうかというのは判断

ができないので、検証をまずさせていただい

て、これについてはやっぱり現地を見る必要が

あるというふうに判断すれば、そのときに管内

視察をしたらどうでしょう。（委員山本幸廣君

「はい、異議ありません」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） わかりました。 

 一応そういうことで、管内調査、検証して。

（委員山本幸廣君「うんにゃ、違う、違う」と

呼ぶ） 

 小会します。 

（午後３時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３３分 本会） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 ただいまのお話が、元気が出る補助金のこと

について、検証して現場へ入るということでご

ざいますが、その前に執行部からの説明を求め

るということでようございますか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、そういうふ

うにいたしたいと思います。 

 ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、以上で所管

事務調査についての調査を終了いたします。 

○委員長（百田 隆君） 次に、閉会中の継続

審査及び調査の件についてお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き、閉会中の継続

調査の申し出をしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全て終了いた

しました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時３４分 閉会） 
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